
ノ

事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて

日総三第26号高等裁判所長官、地平成4年8月21日総三第26号高

方、家庭裁判所長あて事務総長通達
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1

標記の事務の取扱いについて下記のとおり定めましたので、法令等の定めによるほか、これに

よってください。

なお、簡易裁判所に対しては､所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1総則

1 取扱者

（1）事件の受付及び分配に関する事務は、事件係（事件係の置かれていない支部及び簡易裁



判所並びに出張所において事件係の事務を取り扱う者を含む。以下同じ。 ）において取り

扱う。

（2）部（下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規則第16号）第10条の2第2

項の規定により部とみなされるものを含む。以下同じ。 ）に係属する事件の受付に関する

事務は、当該部に取り扱わせることができる。

（3）執務時間外における事件の受付に関する事務は、当直員に取り扱わせることができる。

2取扱上の注意

事件の受付及び分配に関する事務の取扱いIま、適正かつ迅速に行うとともに、事件に関す

る書類（以下「書類」 という。 ）が亡失し、又は損傷しないよう注意しなければならない。

第2受付

1 受付手続

（1）書類を受領した場合には、 2から12までに定めるところにより、閲読、受付日付の表

示、帳簿への登載、符号及び番号の記載、収入印紙の消印等の手続を行うものとし、その

日のうちにこれを終えなければならない。

（2） 口頭による申述について自ら調書を作成した場合には、 (1)の定めを準用する。

2閲読

(1)書類を受領した場合にはこれを閲読し、あて名、作成名義人の表示の有無等の形式的事

項並びに管轄、期間、作成名義人の資格､はり付けられ又は添付された収入印紙の額、添

付書類等に過誤又は欠点があるときは､その旨を注記した附せんを付ける等の方法により、

これを明らかにする。

（2）直接提出された書類に明らかな過誤又は欠点がある場合には、提出者に任意の補正を促

す。

（3）直接提出された書類にはり付けられた収入印紙の額が明らかに法定額を超える場合にお

いて、提出者が超過分の収入印紙の額の還付を請求しない旨を述べたときは、はり付けら

れた収入印紙の傍らに超過分の収入印紙の額及びこれを放棄する旨を付記させ、その旨の

確認をする。

（4）直接提出された書類に添付された収入印紙の額が明らかに法定額を超える場合には、超

過分の収入印紙をその場で提出者に返還する。

（5）手数料として書類に添付された収入印紙は、直ちに書類にはり付ける。

3受付日付の表示

（1） 2の手続を終えた場合には、受付日付印（別紙様式第1）を用いて書類に受付の日付を

表示し、必要があるものについては、時刻を記載する。ただし、期日に提出された書類（収

入印紙がはり付けられ、又は添付された書類を除く。 ）を当該期日の調書に記載する場合

、



1

は、この限りでない。

(2)受付日付印は、書類の第1ページの余白の見やすい箇所に押す。

（3）受付日付印は、使用日以外の日付を表示するために使用してはならない。

4帳簿への登載

(1) 2及び3の手続を終えた書類で、民事事件記録符号規程（平成13年最高裁判所規程第

1号） 、行政事件記録符号規程（昭和38年最高裁判所規程第3号） 、刑事事件記録符号

規程（平成13年最高裁判所規程第2号） 、家庭事件記録符号規程(昭和26年最高裁判

‘ 所規程第8号） 、医療観察事件記録符号規程(平成17年最高裁判所規程第6号） 、没収

の裁判の取消事件記録符号規程（昭和38年最高裁判所規程第2号) 、法廷等の秩序維持

に関する法律違反事件記録符号規程（昭和27年最高裁判所規程第15号）及び裁判官の

分限事件記録符号規程（昭和24年最高裁判所規程第3号）に定める事件(別表第1から

別表第9までに掲げる事件）に関するもののうち、次に掲げるものについては､所定の事

件簿に登載する。この場合において、事件番号の付け方の基準は、別表第1から別表第9

、までのとおりとする｡

ア訴状その他の申立書、送致書、通告書、通知響嘱託書等

イ上訴の提起、差戻し判決等の確定、移送決定の確定等により送付された記録

ウ事件が受訴裁判所の調停に付された場合、非訟事件が自庁の調停に付された場合、起

訴前の和解の不調により訴訟の弁論が命ぜられた場合､略式命令又は交通事件即決裁判

を不適法又は不相当として通常の手続により審判することとされた場合、起訴強制事件

について自庁の審判に付する決定がされた場合､家事審判事件が自庁の調停に付された

場合､家事調停の不成立により審判の申立てがあったものとみなされた場合等において、

」 これを事件簿に登載するため回送された記録

（2）2及び3の手続を終えた書類のうち上訴申立書（(1)の定めにより事件簿に登載するもの

を除く。 ）及び他の通達等で特別の定めがある書類については、上訴申立書等記録簿に登

載し、書類ごとに番号を付ける6

5符号及び番号の記載

4の手続を終えた場合には、受付日付印の所定の箇所にその事件の符号（上訴申立書等記

録簿に登載する場合は記の符号)及び番号(以下「事件等の符号及び番号」という。 ）を記載

し、その傍らに認印する。

6収入印紙等の添付の旨の記載

収入印紙がはり付けられ、又は収入印紙、郵便切手、登記印紙、現金若しくは有価証券が

添付されている書類を受け付けた場合には、書類の第1ページの余白にその旨及び価額等を

付記して認印する。

、



7収入印紙の消印等

（1）収入印紙がはり付けられた書類については、速やかに備付けの消印器を用いて書類と収

入印紙の彩紋とにかけて判明に消印する。

（2）再使用証明の付された収入印紙については、再使用証明文の下部に再使用済みの旨を付

記して認印する。

8 ファクシミリ受信に係る書類の取扱い

執務時間外にファクシミリで受信した書類の受付は、次の執務時間の最初に行う。この場

合において、受付日付印の日付は、当該執務時間の日とする。

9民事裁判書類電子提出システムに記録された情報の取扱い

（1） 民事訴訟法（平成8年法律第109号）第132条の10第5項（民事訴訟法第百三十

二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立

てその他の申述等に関する規則(令和4年最高裁判所規則第1号）第4条第2項において

準用する場合を含む。 ）の規定による出力は、当該申立て等に係る情報が､民事裁判書類

電子提出システムを利用して裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

された時の属する日のうちに行わなければならない。ただし、執務時間外に記録された情

報の内容の出力は、次の執務時間の最初に行う。

（2） (1)の手続により出力された書類のうち、 4の手続を行うこととされていないものについ

ては、3の手続を行うことを要しない。

（3） (1)のただし書の定めにより出力された書類の受付は、当該出力の後直ちに行う。この場

合において、 3の手続を行うことを要する場合における受付日付印の日付は、当該執務時

間の日とする。

10 当直受付の書類の取扱い

(1) 当直員が書類を受領した場合には、書類に当直受付日付印（平成24年12月6日付け

最高裁秘書第003547号秘書課長依命通達｢下級裁判所における司法行政文書の管理の実施

等について」別紙様式第1の2）を押し、かつ、当直文書受付簿（同通達別紙様式第2）に

所要の事項を記載する。ただし、当直員が封書を開封しない取扱いの裁判所においては、

封筒に当直受付日付印を押す。

（2） 当直員が受け付けた書類は、当直事務終了後、速やかに事件係又は当該事件の受付に関

する事務を取り扱う部に引き継ぐ。

（3） 当直員が受け付けた書類については、受付日付印は押さず、事件簿又は上訴申立書等記

録簿に登載する書類についてのみ、当直受付日付印に事件等の符号及び番号を付記して認

印する。ただし、当直員が封書を開封しない取扱いの裁判所においては、転写用受付日付

印（別紙様式第2）を用いて、封筒に表示された当直受付の日付を転写し、事件簿又は上



訴申立書等記録簿に登載する書類についてのみ､これに事件等の符号及び番号を記載して

認印する。

（4） 当直員が受け付けた書類を事件簿又は上訴申立書等記録簿に登載する場合には、 「受付」

の箇所に当直受付の日付を記載し、 「備考」の箇所に当直受付の旨を表示する。

（5） 当直受付日付印を使用する場合には3の定めを、転写用受付日付印を使用する場合には

3の(2)の定めを、それぞれ準用する。

11 回送された書類の取扱い

受付の誤りその他の事由により他の部署から回送された書類の取扱いについては、 10の

、 (3)から(5)までの定めを準用する。

12裁判所外で受領した書類の取扱い

裁判所外で行う証拠調べ､和解調停、進行協議期日等の際に提出されたその事件に関する

書類（当該期日の調書に記載する書類を除く。 ）の取扱いについては、これを受領した裁判

所書記官が書類の第1ページの余白の見やすい箇所に受領した年月日及び場所並びに必要が

あるものについては時刻を記載して認印するほか、 10の(2)から(4)までの定めを準用する。

第3記録編成

受付手続を終えた書類のうち事件簿に登載した書類については、表紙を付し、必要な用紙を

加えて、記録を編成する。

第4分配

1 記録及び書類の配布

記録の編成を終えた場合(記録を編成しない書類にあっては、受付手続を終えた場合）に

は､裁判事務の分配の定めに従い、速やかにこれを配布する。

2受領印

1の定めにより記録又は書類を交付した場合には、事件簿、上訴申立書等記録簿又は事件

‘関係送付簿の所定の箇所に受領印を受ける。

3書類等の回送

他の部署において受け付けるべき書類又は収入印紙、郵便切手、登記印紙、現金若しくは

有価証券を受け付けた場合には、これを所管の部署に回送する。この場合において、書類等

の交付については、 2の定めを準用する。

’

付記

実施

この通達は、平成4年10月1日から実施する。

通達の廃止

メ

1

2



昭和35年12月24日付け最高裁訟一第363号事務総長通達「事件の受付および分配に

関する事務の取扱いについて」 （以下「旧通達」という。 ）は、平成4年9月30日限り、廃止

する。

3経過措置

(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第25条に

よる損害賠償に係る訴訟事件の受付については、平成4年12月31日までは、なお従前の

例による。

（2） 平成3年1月1日前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の

事件の受付については、次の事件を執行雑事件とするほか、なお同日前の例による。この場

合において、平成2年12月25日付け最高裁総三第42号事務総長通達「 「事件の受付お

よび分配に関する事務の取扱いについて」の一部改正について」 （以下「改正通達」という。 ）

による改正前の旧通達中「民事執行に関するその他の申立事件簿」 とあるのは、 「執行雑事

件簿」と読み替えるものとする。 ．

ア強制管理の方法による不動産に対する仮差押えの執行の申立事件

イ仮差押え又は仮処分の執行がされた自動車及び建設機械についての民事保全規則（平成

2年最高裁判所規則第3号）附則第4条の規定による改正前の民事執行規則（昭和54年

最高裁判所規則第5号）第163条第2項及び第165条並びに民事保全法（平成元年法

律第91号）附則第3条の規定による改正前の民事執行法（昭和54年法律第4号）第1

80条第1項の規定による売却の申立事件

（3）平成3年1月1日前にした家事審判法（昭和22年法律第152号）第15条の3第1項

の規定による審判（同条第5項の裁判を含む。 ）に係る審判前の保全処分の事件の受付につ

いては、民事保全法附則第11条の規定による改正前の家事審判法第15条の3第6項の規

定による(1)のア及びイの事件を執行雑事件とするほか、なお同日前の例による。この場合に

おいて、改正通達による改正前の旧通達中「民事執行に関するその他の申立事件簿」とある

のは、 「執行雑事件簿」 と読み替えるものとする。

（4）第4の2の定めを適用するに当た叺「受領印」の箇所のない事件簿については、適宜受

領印を受けるものとする。

付記（平7． 6． 23総三第53号）

この通達は、平成7年7月1日から実施する。

付記（平8． 5． 15総三第46号）

．この通達は、平成8年5月30日から実施する｡．

付記（平8． 8． 8総三第66号）

この通達は、平成8年9月1日から実施する。



付．記（平9． 2． 28総三第17号）

この通達は、平成9年4月1日から実施する。

付記（平9． 7． 16総三第78号）

1 この通達は､民事訴訟法（平成8年法律第109号）施行の日から実施する。

2次に掲げる事件については、なお従前の例による。

（1）民事訴訟法施行前に言渡しがあった民事､行政又は家事の第一審の判決に対する控訴の提

起で、控訴審に提出されたもの

（2）民事訴訟法の施行前に告知があった民事､行政又は家事の決定又は命令に対する通常抗告

及び即時抗告の提起で、抗告審に提出されたもの

（3）民事訴訟法の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続（送達に関する事項及び民事

訴訟法附則第21条に定める事項を除く。 ）

付記（平10． 3． 9総三第11号）

この通達は、平成10年5月15日から実施する。

付記（平10. 12. 8総三第131号）

この通達は、平成10年12月8日から実施する。ただし、記2の定めは、同年12月16日

から実施する。 ．

付記（平11． 12． 20総三第80号）

この通達は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成11年法律第13

6号）施行の日 （平成12年2月1日）から実施する。

付記（平12． 1． 18総三第2号）

この通達は、平成12年4月1日から実施する。

付記（平12． 2． 4総三第14号）

1 実施

この通達は、民事再生法（平成11年法律第225号）の施行の日から実施する。ただし、

特定調停に関する部分については、平成12年2月17日から実施する。

2経過措置

次に掲げる事件については、なお従前の例による。

（1） 和議開始決定前の保全処分の申立て

（2）和議取消しの申立て

付記（平12． 8． 14総三第83号）

この通達は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律（平成11年法律第137号）の施行の

日 （平成12年8月15日）から実施する。

‐ 付記（平12． 10． 20総三第125号）



この通達は、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律（平成1

2年法律第75号）の施行の日 （平成12年11月1日）から実施する。

付記（平13． 2. 28総三第12号）

この通達は、平成13年4月1日から実施する。ただし、この通達の記2の定めのうち、小規

模個人再生事件及び給与所得者等再生事件に係る部分については民事再生法等の一部を改正する

法律（平成12年法律第128号）の施行の日から、承認援助事件に係る部分については外国倒

産処理手続の承認援助に関する法律（平成12年法律第129号）の施行の日から実施する。

付記（平13． 7． 27総三第98号）
． q

この通達は、平成13年10月13日から実施する。

付記（平14． 3． 20総三第47号）

この通達は、平成14年4月1日から実施する。

付記（平14． 12． 11総三第119号）

この通達は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成14年法律第78号）の施行

の日から実施する。

付記（平15． 2． 12総三第10号）

この通達は、国際受刑者移送法（平成14年法律第66号）の施行の日から実施する。

（施行の日＝平成15年6月1日）

付記（平15． 3． 28総三第36号）

この通達は、会社更生法（平成14年法律第154号）の施行の日 （平成15年4月1日）か

ら実施する。

付記（平15． 11． 26総三第86号）

この通達は､密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律

（平成15年法律第101号）の施行の日から実施する。

付記（平16．2． 27総三第48号）

1 実施

この通達は、平成16年4月1日から実施ずる°ただし、 この通達の記4の定めのうち仲裁

法に係る部分及び別表第1の54の（30）の項を削る部分並びに記6の定めは、平成16年

3月1日から実施する。

2経過措置

（1） 仲裁法（平成15年法律第138号）の施行前に開始した仲裁手続に関して裁判所が行う

手続（仲裁判断があった後に開始されるものを除く。 ）については、なお従前の例による。

（2）人事訴訟法（平成15年法律第109号）の施行の際現に係属している人事訴訟事件又は

その目的と同一の身分関係の形成若しくは存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟事件



一

であって地方裁判所に訴えが提起されたものについては、なお従前の例による。

付記（平16． 6． 1総三第90号）

この通達は、平成16年7月16日から実施する。

付記（平16． 11． 26総三第000017号）

1 実施

この通達は、平成17年1月1日から実施する。ただし、この通達の記1の定めのうち､別

表第1の3の項に係る部分は油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（平成16年法律第3

7号）附則第1条第1号に定める日から、同55の（47）の項に係る部分は平成16年12

月2日から､同（107）の項に係る部分は不動産登記法（平成16雫法律第123号）の施

行の日から実施する．

2経過措置

次に掲げる事件については、なお従前の例による。 ；

（1）強制和議取消しの申立て

（2）破産法の施行前にした破産の申立て又は同法の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破

産者の免責の申立て

付記（平17．3． 29総三第000080号）

この通達は、平成17年4月1日から実施する。

付記（平17． 7． 12総三第000216号）

この通達は､心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平

成15年法律第110号）の施行の日から実施する。

付‘記（平17． 8． 19総三第000564号）

この通達は､平成'7年''月'日がら実施する｡

付記（平17． 11． 29総三第000723号）

この通達は、労働審判法（平成16年法律第4.5号)の施行の日 （平成18年4月1日）から

実施する。ただし､この通達の記2の定めは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

の一部を改正する法律(平成17年法律第35号）の施行の日(平成18年4月1日）から実施

する。

付記（平17． 12． 7総三第000751号）

この通達は､平成18年1月1日から実施する。

付記（平18． 4． 5総三第000458号）

この通達は、会社法（平成17年法律第86号）の施行の日 （平成18年5月1日）から実施

する。

付記（平18. 9． 1総三第001100号）



この通達は、平成18年10月2日から実施する。

付記（平18． 9. 5総三第001039号）

この通達は、平成19年1月1日から実施する。

付記（平18． 11． 2総三第001355号）

1 この通達は、平成18年12月1日から実施する｡

2平成18年9月5日付け最高裁総三第001039号事務総長通達「 「事件の受付及び分配に関す

る事務の取扱いについて」の一部改正について」を次のように改正する。

別紙(1)の別表第1の59の(43)の項中「73」を「73I」に改める。

付記（平19． 1． 29総三第000172号）

この通達は、平成19年4月1日から実施する。

付記（平19． 5． 25総三第000651号）

この通達は、消費者契約法の一部を改正する法律（平成18年法律第56号）の施行の日 （平

成19年6月7日）から実施する。ただし、 この通達の記2及び記4の定めはく信託法（平成1

8年法律第108号）の施行の日から実施する。

付記（平19． 9． 12総三第001035号）

この通達は、平成19年10月1日から実施する。

付記（平19． 10． 3総三第001149号）

この通達は、平成19年11月1日から実施する。

付記(平20、 3． 4総三第000248号）

この通達は、平成20年4月1日から実施する。ただし、この通達の記1の定め及び記4の定

めのうち戸籍法（昭和22年法律第224号）に係る部分は戸籍法の一部を改正する法律（平成

19年法律第35号）の施行の日から、記3及び記5の定めは更生保護法（同年法律第88号）

の施行の日から実施する。

付記（平20． 5． 27総三第000492号）

この通達は、平成20年7月1日から実施する。

付記（平20. 10. 22総三第000991号）

この通達は、平成20年12月1日から実施する。

付記（平20． 11． 14総三第001236号）

1 実施

この通達は、少年法の一部を改正する法律（平成20年法律第71号。以下「改正法」 とい

う。 ）の施行の日（同年12月15日）から実施する。

2経過措置

次に掲げる事件については、なお従前の例による。



（1）改正法の施行の日前に改正法による改正前の少年法(昭和23年法律第168号）第37

条第1項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件

（2）沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和46年法律第129号）第26条第4項の

規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件

(3) (1)及UY2)の事件に係る刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法（昭

和38年法律第138号）第13条に基づく没収の裁判の取消事件

付記（平21･. 1. 30総三第000118号）

この通達は、平成21年3月1日から実施する。

付記（平21． 3． 10総三第000258号）

この通達は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成16年法律第63号）の施行の日

（平成21年5月21日）から実施する。 、

付記（平22．5． 18総三第000052号）

この通達は、 日本国憲法の改正手続に関する法律（平成19年法律第51号）の施行の日 （平

成22年5月18，日）から実施する。

付記（平24． 3． 21総三第000091号）

この通達は、民法等の一部を改正する法律（平成23年法律第61号）の施行の日 （平成24

年4月1日）から実施する。

付記（平24． 12． 11総三第000340号）

1 実施

この通達は、非訟事件手続法（平成23年法律第51号）の施行の日 （平成25年1月1日）

から実施する。

2経過措置

次に掲げる事件については、なお従前の例による。

（1） この通達の実施前に申立てにより又は職権で開始された家事審判事件及び家事調停事件

（2） この通達の実施前にされた非訟事件手続法等の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則

（平成24年最高裁判所規則第9号）第1条の規定による廃止前の家事審判規則（昭和22

・年最高裁判所規則第15号）第112条の規定に基づく遺産の分割禁止の審判の取消し又は

変更の申立て

』(3) この通達の実施前にされた非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（平成23年法律第53号）第3条の規定による廃止前の家事審判法（昭

和22年法律第152号｡以下「旧家事審判法」 という。 ）第16条において準用する民法

（明治29年法律第89号）第28条の規定に基づく財産の管理者の権限外行為許可の申立

て

0



（4） この通達の実施前にされた旧家事審判法第16条において準用する民法第29条第2項の

規定に基づく財産の管理者に対する報酬付与の申立て

付記（平25． 9． 24総三第151号）

この通達は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法（平成25年法律第

61号）の施行の日 （平成25年9月25日）から実施する。 、

付記（平25． 11． 20総三第213号）

この通達中、記1，記3及び記5の定めは犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手

続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律（平成25年法律第3

3号）の施行の日 （平成25年12月1日）から、記2及び記4の定めは配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第72号）の施行の日

（平成26年1月3日）から実施する。

付記（平26． 2． 12総三第24号）

1 実施

この通達は、平成26年4月1日から実施する。

2経過措置

この通達の実施前にされた精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律

（平成25年法律第47号。以下「改正法」 という。 ）による改正前の精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第20条第2項ただし書又は同項第4号の

規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の申立て（改正法附則第15条の規定により

改正法附則第10条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医

療及び観察等に関する法律（平成15年法律第110号）第23条の2第2項ただし書又は同

項第4号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の申立てとみなされるものを除

く。 ）に係る事件については、なお従前の例による。

付記（平26． 10． 31総三第183号）

この通達中、記1の定めはマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する捧律

（平成26年法律第80号）の施行の日 （平成26年12月24日）から、記2及び記3の定め

は金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成26年法律第44号）附則第1条第2号に掲げ

る規定の施行の日から実施する。

付記（平27． 3． 17総三第70号）

1 実施

この通達は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成

25年法律第100号。以下「改正法」という。 ）の施行の日 （平成27年4月1日）から実施

する。



2経過措置

改正法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第

54号）第70条の6第1項又は第70条の7第1項（いずれも改正法附則第2条の規定によ

りなお従前の例によることとされる場合を含む。 ）の規定による裁判の申立てに係る事件につ

いては、なお従前の例による。

付記（平27． 4． 24総三第109号）

この通達中、記1の定めは会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）の施行の

日（平成27年5月1日）から、記2の定めは少年院法（平成26年法律第58号） （附則第1条

ただし書に規定する規定を除く。 ）の施行の日 （平成27年6月1日）から実施する。

付記（平27． 9． 18総三第182号）

1 実施

， この通達は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律（平成24年法律第63号）の施行の日 （平成27年10月1日）から実施する。

2経過措置

この通達の実施前にされた請求すべき楼分割合に関する処分の申立てに係る事件について
は、なお従前の例による。

付記（平27． 11． 20総三第218号）

この通達中、記1の定めは裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律（平

成27年法律第37号）の施行の日 （平成27年12月12日）から、記2及び記3の定めは不

正競争防止法の一部を改正する法律（平成27年法律第54号）の施行の日 （平成28年1月1

日）から実施する。 ．

付記（平28． 7． 29総三第145号）

この通達は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

（平成25年法律第96号）の施行の日 （平成28年10月1日）から実施する6

付記（平28． 9． 27総三第198号） ．

この通達は、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する

法律（平成28年法律第27号）の施行の日 （平成28年10月13日）から実施する。

付記（平28． 11． 22総三第220号）

この通達は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号）附則第1条第3

号に掲げる規定の施行の日 （平成28年12月1日）から実施する。

付記（平30． 3． 15総三第59号）

1 実施

この通達中、記1の定めは地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成2

〆



9年法律第2号）附則第1条第4号に掲げる規定、所得税法等の一部を改正する等の法律（平

成29年法律第4号）附則第1条第5号に掲げる規定及び関税定率法等の一部を改正する法律

（平成29年法律第13号）附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日（平成30年4月1日

）から、記2及び記3の定めは児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正す

る法律（平成29年法律第69号）の施行の日 (平成30年4月2日）から実施する。

2経過措置

この通達の実施前にされた児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する

法律による改正前の家事事件手続法（平成23年法律第52号）第239条の規定による児童

の身辺へのつきまとい又は住所等の付近のはいかい禁止の申立てに係る事件については、なお

従前の例による。

付記（平31〃 4． 10総三第81号）

この通達中、別表第3の改正に係る部分は刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成28年法

律第54号）の施行の日から、別表第5の改正に係る部分は民法及び家事事件手続法の一部を改

正する法律(平成30年法律第72号）の施行の日 （平成31年7月1日）から実施する。

付記（令2． 3．6総三第294号）

この通達は、令和2年4月1日から実施する。

付記（令2． 9． 2総三第123号） ’

この通達中、記1の定めは令和2年11月1日から、記2及び記3の定めは同年10月1日か

ら実施する。

．付記（令3． 3． 29総一第381号）

1 この通達は、令和3年4月1日から実施する。ただし、記第2から記第18まで及び記第2

1の定めは、同年7月1日から実施する。

2 この通達の実施の際、従前の様式による用紙が残存している場合には、これを使用して差し

支えない。

付記（令3． 6． 16総三第121号）

この通達は､令和3年7月1日から実施する。

付記（令4． 1． 14総三第305号）

1． 実施

この通達中、記1の定めは令和4年1月14日から、記2の定めは少年法等の一部を改正す

る法律（令和3年法律第47号）の施行の日 （令和4年4月1日）から実施する。

2経過措置

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成29年法律第

45号。以下「整備法」 という。 ）第57条の規定によりなお従前の例によることとされる民



法の一部を改正する法律（平成29年法律第44号）附則第18条第1項の規定によりなお従

前の例によることとされる債権者代位権に関する整備法第56条の規定による改正前の非訟事

件手続法（平成23年法律第51号）第85条及び第88条第4項の規定による申立てに係る

事件については、なお従前の例による。

付記（令4． 1． 31総三第19号）

この通達は、令和4年4月1日から実施する。

付記（令4． 6． 1総三第88号）

この通達は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法

律の一部を改正する法律(令和3年法律第27号）の施行の日から実施する。

付記（令5． 1． 18総三第325号）

この通達は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和4年法律第48号）附則第1条第2号

に掲げる規定の施行の日 （令和5年2月20日）から実施する。

付記（令5． 3． 6総三第68号） ． ．

この通達は、令和5年4月1日から実施する。

付記（令5． 3． 22総三第157号）

この通達は､令和5年4月1日から実施する。

付記（令5． 8． 25総三第259号）

この通達は、令和5年10月1日から実施する。

付記（令5‘ 10． 23総三第300号）

この通達は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律（令和5年法律第28号)附則第1条第3号

に掲げる規定の施行の日から実施する。

付記（令5． 12． 15総三第365号）

この通達は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律（令和5年法律第28号）附則第1条第4号

に掲げる規定の施行の日 （令和6年2月15日）から実施する。

ダ



別表第1 （民事事件）

" 134

fl柱牡

二附貝|｣7

Z虚25改下前湘

更訴の提起

反執行の原状回復及

弧損害賠償の申立て

宏14〔

47 且但

、¥歪』4－ ：1(】【

選定者に係る請求の氏訴法144

自加

颪判決取消差戻し、 〃307, 308

司破棄差戻し、同取309， 325

肖移送《同破棄移送

渉送 〃16， 17，

1Q ワワバ

事件の種類 基本法条

記録符号

簡
裁
地
裁
高
裁

事件番号の付

け方の基準と

なるもの

事件簿

1 和解事件 民訴法275 イ 申立書 和解事件簿

2 督促事件 〃382 ロ 〃 督促事件簿



1番判の収Y月［

力寒半||車仕の棚
力1剃裡

の終了

I‐

賞命令の犯罪

,､ての裁法34

異議

賞命令事 〃39

自賛有裁判千版

寺伊|法491 ‐ Ⅱ

4 手形訴訟事件及び

小切手訴訟事件

民訴法350、

366, 367

手

ノ、

手
ワ
訴状

申立書

(地裁は支払

督促書）

手形訴訟事件及

び小切手訴訟事

件簿
Ｉ

5字 少額訴訟事件 〃368 少
．

訴状 少額訴訟事件簿

6 少額訴訟判決に対

する異議申立て事件

〃378 少
エ

申立書 少額訴訟判決に

対する異議申立

て事件簿



家事法103

子奪取条約実施

法119

消費者裁判手続

特例法12等

民事控訴提起事

件簿

控訴状

附帯控訴状

民訴法281,

286, 2931,Ⅲ

8 控訴提起事件

民事控訴事件簿原判決書

附帯控訴状

9 控訴事件 〃281, 2931
I

少額異議判決に

対する特別上告

提起事件簿

上告状

附帯上告状

10少額異議判決に対

する特別上告提起事

件

〃380Ⅱ、327,

314

民事飛躍上告提

起事件簿

上告状

附帯上告状

11 飛躍上告提起事件 〃311Ⅱ、 314

民事上告提起事

件簿

上告状

附帯上告状

12 上告提起事件 "3111， 314

13上告事件 〃311

民事特別上告提

起事件簿

上告状

附帯上告状

14特別上告提起事件 〃327， 314

民事抗告提起事

件簿

抗告状15抗告提起事件 〃328, 331,

286

〃330, 331,

314

〃336, 327,

314

民執法10

非訟法66，68

〃74

〃79， 82， 68等

ソ|ラI原裁判書 ｜民事抗告事件簿16抗告事件 民訴法328,

329, 330

民執法10

民保法41

非訟法66， 74，

79

家事法85， 99



一

9

’ ’ ll l l ’ ’
掌取粂

01－ 1

’
C

一

17 特別抗告提起事件 民訴法336、

327, 314

非訟法75， 76

68 ．

家事法94， 96

87

、

、

子奪取条約実施

法108, 110

103

、

ラ
ク
抗告状 民事特別抗告提

起事件簿

18飛躍上告受理申立

て事件

民訴法318, 311

Ⅱ、 314

ワ
受
申立書 民事飛躍上告受

理申立て事件簿

19上告受理申立て事

件

〃318 、 314 ネ
受

〃 民事上告受理申

立て事件簿 6

20許可抗告申立て事

件

〃337

７
７
７
９
法
法
訟
事
非
家

子奪取条約実施
6

法111

ラ
許

〃 民事許可抗告申

立て事件簿

21 公示催告事件 非訟法99， 114 へ へ 〃 公示催告事件簿

22保全命令事件

、

民保法13

消費者裁判手続

特例法61

ト ヨ 〃 保全命令事件簿

23 民事一般調停事件
、
＄

民調法2，20 ノ ノ ノ 申立書

調停に付する

決定書

民事一般調停事
q ●

件簿

24 宅地建物調停事件 〃2 、

24の2

20， 24 、 ユ ユ ユ 申立書

調停に付する

決定書

宅地建物調停事

件簿

25農事調停事件 〃2 、 20， 25 セ セ

6

セ 申立書

調停に付する

決定書

農事調停事件簿



’ ’
階信者情報俳

令今･車ｲ比鐙

鰕酵 市ブロバイダ濤

*ll限法8

発信窄

今童〃脂

27鉱害調停事件 〃2 、 20， 32 ス ス ス 申立書

調停に付する

決定書

鉱害調停事件簿

28 交通調停事件 〃2 、 20, 33の2 交 交 交 申立書

調停に付する

決定書

交通調停事件簿

29公害等調停事件 〃2 、 20 、 33の3 公 公 公 申立書

調停に付する

決定書

公害等調停事件

簿

30特定調停事件 特調法3 特
ノ
特
ノ
申立書 特定調停事件簿

31 民事非訟事件 非訟法第3編

一般法人法287

信託法262

表題部適正化法

31等

非訟法20

チ 申立書

職権によると

きはその原因

となった書面

◆ 0

民事非訟事件簿

32 商事非訟事件 会社法第7編第

3章等

非訟法20
F D

上 申立書（通知

書等を含む。 ）

職権によると

きはその原因

となった書面

商事非訟事件簿

33借地非訟事件 借地借家法17、

18, 19, 20

被災地借地借家

法5

非訟法20

借 借
チ
申立書 借地非訟事件簿

34罹災都市借地借家

臨時処理事件及び接

収不動産に関する借

地借家臨時処理事件

被災地借地借家

法附則4

旧罹災都市法

6， 15， 16， 17

接収不動産法

17 、 18

非訟法20

シ 〃 罹災都市借地借

家臨時処理事件

及び接収不動産

に関する借地借

家臨時処理事件

簿



36配偶者暴力等に関
◆ ｡

する保護命令事件

｡配偶者暴力防止

法121， 181

28の2 ．

、

配
チ

〃 配偶者暴力等に

関する保護命令

事件簿

37 労働審判事件 労審法5 労 〃 労働審判事件簿

38少額訴訟債権執行

事件

民執法167の2 少
ル

〃 少額訴訟債権執

行事件簿

39 事情届に基づいて

執行裁判所が実施す

る配当等手続事件

、

〃104， 107

108, 139,

141, 156、

161

188

、
P

、

、

167の11、

192 、 193

滞納強制調整法

36の6，36の13

リ 事情届書 事情届に基づい

て執行裁判所が

実施する配当等

手続事件簿

40 不動産$船舶、航

空機、 自動車、建設

機械及び小型船舶に

対する強制執行事件

民執法43， 112

民執規84, 86,

98, 98の2

ヌ 申立書 不動産、船舶 、

航空機、 自動車、

建設機械及び小

型船舶に対する

強制執行事件簿

41 債権及びその他の

財産権に対する強制

執行事件

民執法143、

167, 167の10、

167の11， 167の

12

ﾉレ 申立書

移行決定書

債権及びその他

の財産権に対す

る強制執行事件

簿

42 不動産、船舶、航

空機、 自動車、建設

機械及び小型船舶を

目的とする担保権の

実行としての競売等

事件

〃181， 189、

195

民執規175、

176， 177，177

の2

ケ 申立書 不動産、船舶 、

航空機、 自動車、

建設機械及び小

型船舶を目的と

する担保権の実

行としての競売

等事件簿

43 債権及びその他の

財産権を目的とする

担保権の実行及び行

使事件

民執法193

4

ナ 〃 債権及びその他

の財産権を目的

とする担保権の

実行及び行使事

件簿

44財産開示事件 〃197 財
チ

〃 財産開示事件簿



45 第三者からの情報

取得事件

〃205

207

、 206 、 情
チ

〃 第三者からの情

報取得事件簿

46 企業担保権実行事

件

企業担保法11 企 〃 企業担保権実行

事件簿

47破産事件 破産法15， 16

19V 、
屯

、

224, 244

の4， 246

会社法574

民再法249, 250

会社更生法

251 、 252

更生特例法158

の7 、 158の8 、
I

331の7, 331の

8，490

農水再生特例法

29

フ 申立書

職権によると

きは破産手続

開始決定書

破産事件簿

48 再生事件 民再法21、

209, 246

更生特例法446

農水再生特例法

3

再 申立書 再生事件簿

49 小規模個人再生事

件

民再法21、

221,209, 246

再
イ

〃 小規模個人再生

事件簿

50給与所得者等再生

事件

〃21 、 239

209, 246

、 再
ロ

〃 給与所得者等再

生事件簿

51 会社更生事件 会社更生法17、

244, 246, 248

更生特例法15、

158, 158の2，
r 6

158の4， 180 、

331, 331の2，

331の4， 377

ご
～

〃 会社更生事件簿

52承認援助事件 承認援助法17 承 〃 承認援助事件簿

53船舶所有者等責任

制限事件

船責法17 船 〃 船舶所有者等責

任制限事件簿



’
’

C Q

弟訴法16， 17

l8， 19， 20の

I、 Ⅱ、 1320

Ⅱ－ 274

1－ 4｛

55 簡易確定事件 消費者裁判手続

特例法15

集 〃 簡易確定事件簿

56簡易確定決定に対

する異議申立て提起

事件

"491， Ⅱ 集
ワ

〃
ヘ
簡易確定決定に

対する異議申立

て提起事件簿

57 人身保護事件 人身法4 人 人
ナ
請求書 人身保護事件簿

58 過料事件 非訟法119、

120, 122

戸籍法138等

ア ホ 通知書

●

過料事件簿

59 共助事件 民訴法89， 185

９
２
３
８
規
規
訴
執
民
民

非訟法51等

キ エ 嘱託書 民事共助事件簿

60仲裁関係事件 仲裁法12， 16

17， 19，･ 20 、

23， 351， 44

I 。、
句

461

、 仲 申立書 仲裁関係事件簿

(1)管轄指定の申立

て

民訴法10

非訟法7

家事法6

労審法29

モ ウ 申立書 民事雑事件簿



中裁法5皿、 44

Ⅱ.46V

氾罪被害者併

*35m

|(7) |〃|〃| 〃|〃 |〃 ’法711、尋は の誰

(3)裁判官に対する

除斥又は忌避の申

立て

４
２
１

２
１
１

、
、
、

３
１
０

２
１
１

法
法
法

訴
訟
事

民
非
家

子奪取条約実施

法38， 39

″
．

〃 〃 〃 〃

(4)裁判所書記官に

対する除斥又は忌

避の申立て

民訴法27， 23

24

非訟法14， 11

12

家事法13， 10

11

、

、

、

子奪取条約実施

法41， 38， 39

〃 〃 〃 〃 〃

(5)訴えの提起等に

ついての特別代理

人選任の申立て

５
７
９

３
１
１

法
法
法

訴
訟
事

民
非
家
子奪取条約実施

法45

〃 〃 〃 〃 〃

(6)裁判所書記官等

に対する費用償還

.決定の申立て

的
配
別

法
法
法

訴
訟
事

民
非
家

子奪取条約実施

法58

〃 〃 〃 〃 〃



の確定処分の申立

て

72， 73， 85

非訟法28, 29Ⅱ

家事法31, 32Ⅱ

子奪取条約実施

法58, 59Ⅱ

(8)裁判所書記官の

処分に対する異議

の申立て

民訴法71Ⅳ、

121，385， 391

非訟法28， 39

家事法31， 37

子奪取条約実施

法58,68等

〃I 〃I 〃 〃 〃

(9)訴訟費用等負担

決定の申立て

民訴法73, 85,

258

非訟法28， 29

Ⅱ、 60

家事法31， 32

Ⅱ、 79，258

労審法25

子奪取条約実施

法58, 59Ⅱ、 96

'' |"|〃
〃 〃

⑩担保の取消決定

の申立て

民訴法79

民執法15

民保法4

非訟法72Ⅲ

家事法95Ⅲ､

115

子奪取条約実施

法109m

〃 I〃 l 〃 〃 〃

伽担保の変換の申
句

立て

民訴法80

民執法15

民保法4

非訟法72Ⅲ

家事法95Ⅲ、

115

子奪取条約実施

法109Ⅲ

〃 I 〃I 〃I〃 〃



’

⑫救助の申立て 民訴法82

非訟法291

家事法32I

子奪取条約実施

法591

〃 〃 〃 〃 〃

■

(13）救助の取消し及

び費用支払決定の

申立て
｝

民訴法84

Ⅱ
Ⅱ
９
２
２
３
法
法
訟
事
非
家

子奪取条約実施

法59Ⅱ

〃 〃 〃 〃 〃

側高等裁判所に対

する和解勧試の嘱

託

民訴法89

子奪取条約実施

法100

〃 嘱託書 〃

051 閲覧等の制限の

申立て

民訴法921

会社法8871

Ⅱ
Ｉ
１

６
２
７

２
１
１

法
法
法

審
産
再

労
破
民

会社更生法121

更生特例法11、

176

承認援助法141

サ モ， 〃 申立書
1

〃

(16) 閲覧等の制限決

定の取消しの申立

て

民訴法92Ⅲ

会社法887Ⅲ

Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ

６
２
７

２
１
１

法
法
法

審
産
再

労
破
民

会社更生法12Ⅲ

更生特例法ll、

176

承認援助法14Ⅲ

〃 〃

・
″
．

〃 〃

(17)専門委員に対す

る除斥又は忌避の

申立て

民訴法92の6，

23， 24

非訟法15， 11

12

、

〃 〃 〃 〃 〃



’ ’ llll ｜
C

’ |サ｜ ｜ ｜〃 |〃 ’

(1訓公示による意思

表示又は公示送達

の許可の申立て

民法98

接収不動産法10

民執規20

サ 〃 〃 〃

剛訴えの提起前に

おける証拠収集処

分の申立て

民訴法132の4 〃 〃 〃

(21)秘匿決定の申立

て

6 世

〃133

家事法38の2

子奪取条約実施

法69の2

サ 〃 ウ 〃 〃

卿秘匿事項記載部

分の閲覧等の制限

の申立て

民訴法133の2 〃 〃 ．〃 〃 〃

6

卿秘匿決定等の取

消しの申立て

〃133の41

家事法38の2

子奪取条約実施

法69の2

〃 〃 〃 〃 〃

“秘匿決定等によ

り閲覧等が制限さ

れる部分の閲覧等

の許可の申立て

民訴法133の4Ⅱ

家事法38の2

子奪取条約実施

法69の2

〃 〃 〃 〃 〃

㈱文書提出命令の

申立て

民訴法219

非訟法53

家事法64， 258

子奪取条約実施

法86

〃 〃 〃 〃 〃

㈱証拠保全の申立

て

民訴法234 〃 〃 〃 〃 〃

㈱原判決の一部に

ついての仮執行の

宣言の申立て

〃294 、 323 〃 〃 〃 〃 ，



’｜ll ll l’ 立て

’ 号 ．‘~半l lRjT言

‘

㈱強制執行又は保

全執行の停止、執

行処分取消しの申

立て

〃403

民執法36， 38

194

民保法27， 40

41Ⅳ、46

非訟法84

家事法104

船責法35、 36

38， 96

油賠法38， 43

Ⅵ 、 51Ⅵ

、

、

、

子奪取条約実施

法118, 120

〃 モ ウ 〃 ． 。 〃 ， ．

帥査証の命令の申

立て

特許法105の21 〃 〃 〃 〃 〃

Cl)査証報告書の不

開示の申立て

〃105の2の6Ⅱ 〃 〃 〃 〃 〃

鰯秘密保持命令の

申立て

〃105の4

不正競争防止法

10

著作権法114の6

等

〃 〃 〃 〃 〃’

例秘密保持命令の

取消しの申立て

特許法105の5

不正競争防止法

11

著作権法114の7

等

〃 〃 〃 〃

Q

〃

“高等裁判所に対

する制限行為能力

者の訴訟代理人等

選任の申立て

３
３
１
２
法
法
訴
事
人
家

子奪取条約実施

法51

〃 〃 ． 〃



’ ’ l l l l ’ ’
奪取粂細実施

イワ QQ

㈱原裁判の執行の

停止その他必要な

処分の申立て

非訟法72

家事法951、

101

子奪取条約実施

法1091， 115

128, 129Ⅲ

、

サ モ 〃 〃 〃

㈱地方裁判所に対

する簡易裁判所が

した除権決定の取

消しの申立て

非訟法108 〃 〃 〃

㈱民事調停委員に

対する除斥の申立

て

■

民調法9

非訟法11

サ 〃 ウ 〃 〃

鋤民事調停官に対

する除斥又は忌避

の申立て

民調法23の4

非訟法11， 12

〃 〃 〃 〃

(4j労働審判員に対

する除斥の申立て

１
１
１
１
法
法
審
訟
労
非

〃 〃 〃

0

@l)執行文の付与等

に関する異議の申

立て

２
６
３
４
法
法
執
保
民
民

サ 〃 ウ 〃 〃

倒船舶執行等の申

立て前の船舶国籍

証書等の引渡命令
の申立て

民執法115, 189

民執規84， 97

98, 98の2,.

175, 176、

177, 177の2

、

〃 〃 〃

㈱高等裁判所に対

する保全命令の申

立て

民保法12， 13 ウ 〃 〃

“保全異議の申立

て

〃26 サ モ 〃 〃 〃

鯛起訴命令の申立

て

"371

破産法172Ⅳ

民再法134の5Ⅳ

〃 〃 〃 〃 〃

一J



4側保全取消しの年

う

ll l "|‘ ｜〃 ’
J4Vlll等裁半l｣BTに対 ノ」

の換価を Ⅱ

㈱高等裁判所に対

する配偶者暴力等

に関する保護命令

の申立て

配偶者暴力防止

法121，28の2

〃 ″
．

〃

㈱配偶者暴力等に

関する保護命令の

効力の停止の申立

て

〃16Ⅲ 、 28の2 ． モ 〃 〃 〃

㈱配偶者暴力等に

関する保護命令の

取消しの申立て

〃17， 28の2 〃 〃 〃 〃

㈱高等裁判所に対

する審判前の保全

処分に関連する申

立てで家事雑事件

(審判前の保全処

分に関する事件に

限る。 ）に該当す

るもの

々

〃 〃 〃

(51) 高等裁判所に対

する推定相続人の

廃除の審判又はそ

の取消しの審判の

確定前の遺産の管

理に関する処分の

取消しの申立て

家事法189 〃 〃 〃

㈱高等裁判所に対

する遺産の換価を

命ずる裁判の取消

しの申立て

〃194Ⅲ、 207、

附則5Ⅲ

〃 〃 〃



’
て塵1士された財麿

の管理者の権限例

佇鑿許可の由ウマ

’ ’ ’
〃 ． －

“高等裁判所に対

する遺産の換価を

命ずる裁判に関し

て選任された財産

の管理者に対する

報酬付与の申立て

家事法194Ⅷ

附則5Ⅲ

民法29

、
〃 〃 〃

㈱否認の請求 破産法173

民再法135

会社更牛法95

更生特例法60、

226

モ 請求書 〃

㈱役員等の責任に

基づく損害賠償請

求権等の査定の申

立て

破産法178, 244

の11

５
．
３

４
４
５
１
法
法
社
再
会
民

《
ｎ
Ｖ
、

〈
叩
〉
《
く
り

句
０
ユ
ー
ハ
侭
ｕ

法
法
生
例
更
特
社
生
会
更

229

〃 申立書 〃

㈱担保権消滅の許

可の申立て

６
８
８
４

１
．
１

法
法
産
再
破
民

会社更生法104

更生特例法64、

230

〃

●

〃 〃

㈱免責取消しの申

立て

破産法254 〃 〃 〃

㈱復権の申立て 〃256 〃 〃 〃

㈱価額決定の請求 民再法149

会社更生法105

更生特例法64、

230

〃 請求書 〃



今の免責0

コノミイダ菅土省肯今〃〕圧

倒仮登記を命ずる

処分の申立て

不登法108

■

〃 〃 〃

㈱抵当証券の交付

に関する異議の申

立て

抵当証券法7 ″
．

〃 〃

“行政庁の訴訟参

加の申立て

行訴法45， 23 サ 〃 ウ 〃 〃

㈱裁判外の文書の

送達の嘱託

民訴条約等実施

法6，29

〃 申請書 〃

㈱執行認許の請求

の嘱託の申立て

〃11 サ 〃 ウ 申立書 〃

㈱執行認許の請求

又は申立て

〃14 〃 請求書

申立書

〃 、

㈱高等裁判所に対

する終局決定の変

更の申立て

子奪取条約実施

法117

ウ 申立書 〃 。

㈱高等裁判所に対

する出国禁止命令

の申立て

"122m 、 I 〃 〃 〃

側高等裁判所に対

する出国禁止命令

の取消しの申立て

"1291 〃 〃 〃

f1） 保全開示命令の

申立て

消費者裁判手続

特例法91

モ 〃 〃 〃

㈱簡易確定手続開

始の申立期間の伸

長の申立て

"16 〃 〃 〃

㈱情報開示命令の

申立て

"321 〃 〃

一

〃

側個別費用を除く

簡易確定手続の費

用の負担の申立て

〃51Ⅲ 〃 〃 〃 ‘

個個別費用の負担

の申立て

"521 〃 〃 〃
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’旬祁 罫

| | '| ’ |” ’
５
０
５
８
法
６
執
２
氏
の

の
立
め
申
た
の
の
等
等
分

Ｉ
し
一

〃

】

㈲消去禁止命令の

申立て

〃16

C G

〃 〃 〃

62 人身保護雑事件 人身法8等 人
モ
人
ウ
申立書

請求書

人身保護雑事件

簿

(1)執行異議の申立

て

民執法11， 167

の4Ⅱ

民保法46

サ ヲ ウ 申立書 執行雑事件簿

(簡裁、高裁は

民事雑事件簿）

(2)裁判所書記官の

処分に対する異議

の申立て

民執法14Ⅱ、 47

Ⅳ､ ･49V 、 62 ‘

Ⅲ、 64Ⅵ、 78

Ⅵ 、

189

121 、

民執規84、

188

98, 98の2，

175, 176、

、

97、

177, 177の2

〃 〃 執行雑事件簿

e-

(3)強制執行等続行

のための特別代理

人選任の申立て

民執法41， 194
タ

民保法46

サ 〃 ウ 〃 〃

(簡裁､高裁は

民事雑事件簿）

(4)執行費用額確定

､処分の申立て

民執法42Ⅳ、

194,203, 211

〃 〃 〃 〃

(簡裁は民事雑

事件簿）

(5)執行費用額確定

処分に対する異議

の申立て

"42V､ 194、

203, 2

〃 〃 〃． 〃 （〃）
0

(6) 二重開始決定に

基づく手続の続行

決定の申立て

〃47 、 111 、

121， 188， 189

民執規84，97

98, 98の2，

175, 176 、

177, 177の2

民保法47

、

〃 〃 執行雑事件簿



Ⅳ、 77I，Ⅱ、

121， 1871，

V， 188， 189

民執規84， 175

て

(8) 売却等のための

保全処分等決定の

取消し又は変更の

申立て

民執法55V， 68

の2Ⅲ、 77Ⅱ、

121, 187Ⅳ、

V、 188， 189

民執規84， 175

〃〃 〃

(9) 内覧実施命令の

申立て

民執法64の21 〃〃

⑩不動産等の損傷

による売却許可決

定の取消しの申立

て

民執法75，

121， 188， 189

民執規84, 97,

98, 98の2，

175， 176，

177, 177の2

〃〃 〃

民執法83,

121, 188,

民執規84、

⑪売却不動産等の

引渡命令の申立て

〃〃

189

175

民執法971， 98

1， 188

民保法47

⑫建物使用の許可

又は収益等の分与

の申立て

〃 〃
0

⑬建物使用の許可

又は収益等の分与

の決定の取消し又

は変更の申立て

民執法97Ⅱ、 98

Ⅱ、 188

民保法47

〃〃 〃

仙′保管人選任の申

立て

民執法116,

162, 189, 193

民執規84， 175

民保法48， 52

民保規34

〃〃 〃
ノ

05)保証提供による

船舶強制競売等の

手続取消しの申立

・て

民執法117, 189

民執規84， 175

" l l" 〃



’ ’ ’
土詳衞肯今の圧 ' 161の2，

67_ 167の1C

〃

て

(16）船舶等の航行の

許可の申立て

民執法118, 189

民執規84$175

民保法48, 52

民保規34

〃 〃 〃 ‘

(17)差押物又は仮差

押物の引渡命令の

申立て

民執法127, 192

民執規97， 98

98の2， 176，
も

177, 177の2

民保法49， 52

、

〃 〃 〃

(B)差押禁止動産又

は仮差押禁止動産

の範囲変更の申立

て

民執法1321

民保法49

6

〃 〃
■

■ ザ

〃

(19）差押禁止動産又

は仮差押禁止動産

'の範囲変更決定の

取消しの申立て

民執法132Ⅱ

民保法49

〃 〃 〃

剛先取特権等によ

って担保される債

権の差押え又は仮

差押えの登記等の

嘱託の申立て

民執法150, 167

の141， 193

民保法50， 52

ｬ

サ 〃 ウ 〃 〃

(簡裁、高裁は

民事雑事件簿）

(21）差押禁止債権又

は仮差押禁止債権

の範囲変更の申立

･て

民執法1531，

167の81

民保法50

〃 〃 〃 〃 〃 (〃）

@2)差押禁止債権又

は仮差押禁止債権

の範囲変更決定の

取消しの申立て

民執法153Ⅱ、

167の8Ⅱ

民保法50

〃 〃 〃 〃 〃 （〃）

倒転付命令の申立

て

民執法159, 167

の10， 193

〃 申立書

移行決定書

執行雑事件簿

例譲渡命令等の申

立て

〃161 、 167、

167の10， 193

〃
● ●
申立書

移行決定書

〃



岡移転登記等の嘱

託の申立て

〃164

I 、

、

193

167の14

民保法50， 52

サ 〃 ウ 申立書 〃

(簡裁、高裁は

民事雑事件簿）

勵転付命令等のた

めの移行の申立て

民執法167の10

』

〃 〃 民事雑事件簿

㈱不動産の引渡し

等の強制執行にお

ける自動車等の売

却の申立て

〃168 ヲ 〃 執行雑事件簿

㈱目的物を第三者

が占有する場合の

引渡しの強制執行

の申立て

〃170 〃 〃 〃

1 6

帥代替執行の申立

て

C

"1711 サ 〃 ウ 〃 〃

(簡裁、高裁は

民事雑事件簿）

(31）代替執行等費用

支払の申立て

〃171Ⅳ 、 174V 〃 〃 〃 〃 〃 （〃）

剛間接強制の申立

て

〃167の151，

167の16， 172

1， 1731， 174

I②

〃 〃 〃 〃 〃 （〃）

㈱間接強制決定の
4

変更等の申立て

〃167の15Ⅲ、

Ⅳ､． 172Ⅱ

〃 〃 〃 〃 〃 (〃）

“執行官に子の引

渡しを実施させる

決定の申立て

"17410 ･ 〃 〃
■

〃 〃 〃 （〃）

㈱第三者の占有す

る場所での執行の

許可の申立て

〃175Ⅲ 〃 〃 〃 〃 〃 （〃）

㈱債権者代理人の

出頭の下での執行

を認める決定の申

立て

〃175Ⅵ 〃 〃 〃 〃 〃 （〃）

す



||"| ’ ’ ’
J(） 〃

ー

I
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㈱船舶国籍証書等

の再取上命令の申

立て

民執規81， 84

174 、 175

民保規33， 34

民保法52

、
〃 〃 〃

■ ﾛ

㈱■執行停止中の自

動車、建設機械及

び小型船舶の売却

の申立て

民執規96の3，

98 、 98の2

〃 ．〃 〃

』

㈹自動車、建設機

械及び小型船舶に

対する強制執行又

は保全執行の申立

てが取り下げられ

た場合等の売却の

申立て

〃96の4， 98

98の2

、

民保規38,39

民保法52

〃 〃 〃
P

ノ

&1）船舶占有者に対

する船舶国籍証書

等の引渡命令の申

立て c ●

民執規174、

175,176、
9

177, 177の2

〃 〃

I

〃

㈱強制管理の方法

による不動産に対

する仮差押えの執

行の申立て

民保法47 ″
‐

〃 〃

鯛船舶国籍証書等

の取上げを命ずる

方法による船舶等

に対する保全執行

の申立て

〃48 、 52

民保規34, 35

39

、

〃 〃 〃

6

“保全執行の取消

しの申立て

4

民保法51，57 サ 〃 ウ 〃 〃

(簡裁、高裁は

民事雑事件簿）



0

｜ ｜ ｜｜’ ｜ ’’

㈱処分禁止の登記

等の抹消の嘱託の

申立て

民保規48 サ 〃 ウ 〃 。 〃

(簡裁、高裁は

民事雑事件簿）

㈱追徴保全命令の

執行の申立て

Q

組織的犯罪処罰

法44， 731

麻薬特例法20

Ⅲ 、 23

〃 〃 〃 〃 〃 （〃）

㈱執行官の処分又

はその遅怠に対す

る不服の申立て

執行官法5 〃 〃 執行雑事件簿

㈱換価命令の申立

て

電話質法11 〃 〃
6

〃

㈱強制執行等続行

の決定の申請

滞納強制調整法

8， 17， 19 、

20, 20の8，20

の10 、 20の11

〃 申請書 〃

(51売却代金の残余

の交付

0

〃18， 19， 20の

9 、

34

12

、
、
、

20の11

35 、

、

36の

36の14

〃 通知書

＄

〃

倒滞納処分続行承

認の決定の請求

〃25， ．33， 35、

36 、

の13

36の11

、

、

36の14

36

〃 請求書 〃

㈱土地収用補償金

等の交付

土地収用法96 〃 通知書 〃 ．

“都市再開発権利

変換補償金等の交

付

都市再開発法94 〃 〃 ‘ 〃

㈱ マンション建替

権利変換補償金等

の交付

マンション建替

法78， 152，154

〃 〃 、

、

〃

脚密集市街地整備

権利変換補償金等

の交付

密集市街地整備

法227

都市再開発法94

．〃 〃 〃



毛事特月|｣伝5条I

上る動産弓|渡し

(注）

1 通常訴訟事件以外の各事件の差戻し、移送等の場合における事件番号の付け

方の基準は、通常訴訟事件に準ずる。

2人身保護雑事件における事件の種類及び事件番号の付け方の基準は、民事雑

事件に準ずる。

一



別表第2 （行政事件）

ノ

’ ’ ｜ ｜ ｜行’ ’ ’

事件の種類
6

基本法条

記録符号

簡
裁
地
裁
高
裁

事件番号の付

け方の基準と

なるもの

事件簿

1 訴訟事件

受理区分例

訴えの提起

反訴の提起

参加の申出

選定者に係る請求の

進伽

原判決取消差戻し、

同破棄差戻し、同取

消移送、同破棄移送

移送

回付

行訴法2， 18

19

民訴法146

〃47

52

、

〃144

〃307

309 、

、

、

49， 51

308

325

、

行訴法12V、

13 、 15Ⅶ

、

民訴法16， 17

行
ウ
行
ケ

訴状

〃

申出書

追加書

上訴審の裁判

書

決定書

回付書

行政訴訟事件簿

2再審事件 〃338， 349

行訴法34等

行
オ
行
ソ
訴状

申立書

行政再審事件簿

3 控訴提起事件 民訴法281、

286， 2931，Ⅲ

行
ヌ
控訴状

附帯控訴状

行政控訴提起事

件簿

4 控訴事件

6

受理区分例

控訴等

仮執行の原状回復及

び損害賠償の申立て

〃281

〃260

、 2931

行

．

原判決書

附帯控訴状

申立書

行政控訴事件簿

5 飛躍上告提起事件

及び上告提起事件

民訴法311Ⅱ、

314

公選法25

行
エ
上告状

附帯上告状

行政飛躍上告提

起事件及び行政

上告提起事件簿



』

ｰ

､

’ ’ 附帯上告加

P

’ ’ | ’
〃21v［キノ"、十

へ

7 特別上告提起事件 〃327 、 314 行
シ
上告状

附帯上告状 ■ 寺

行政特別上告提

起事件簿

8 抗告提起事件 〃328 、． 331 、

286 ‘

〃330， 331

314

〃336、327

314

民執法10等

、

、

行
力
抗告状 行政抗告提起事

6

件簿

9 抗告事件 民訴法328、

329, 330

０
１
１
４
法
法
執
保
民
民

行訴法15等

行

ス

原裁判書

、
６

行政抗告事件簿

10特別抗告提起事件 民訴法336、

327, 314

行
セ
抗告状 行政特別抗告提

起事件簿

11 飛躍上告受理申立

て事件

〃318， 311n

314

、 行
ネ
申立書 行政飛躍上告受

理申立て事件簿

12

件

上告受理申立て事 〃318 、 314 行

ノ

申立書 行政上告受理申

立て事件簿

13 許可抗告申立て事

件
6 口

〃337 行
ハ
申立書 行政許可抗告申

立て事件簿

14 共助事件
U F

〃89， 185

民訴規39等

行
ア
行
キ
嘱託書 行政共助事件簿

(1)移送の申立て 行訴法12V， 13

民訴法16， 17

19
6

民保法28，40

、

行
ク
行
タ
申立書

D C

行政雑事件簿

(2)被告変更の申

立て

行訴法15 〃 〃 〃 ‘〃



｜ ｜ ｜ ’ ’ ’’’ ノ

|〃 ’

(4)第三者の訴訟

参加の申立て

〃22 〃 〃 〃 〃 ■ ｡

(5)行政庁の訴訟

参加の申立て

〃23 〃 〃 〃 〃

(6)執行停止の申

立て

〃25

＆ ●

〃 〃 〃 〃

(7)執行停止の取

消しの申立て

〃26 ． 〃 〃 〃 〃

(8)仮の義務付け．

又は仮の差止め

の申立て

〃37の51 、 Ⅱ 〃 〃 〃 〃

(9)仮の義務付け

又は仮の差止め

の取消しの申立

て

〃37の5Ⅳ、 26
＋

〃 〃 ．〃． 〃

側保全命令の申

立て

民保法13 〃 〃 〃 〃

伽労働組合法27

条の20による緊

急命令又はその

取消し若しくは

変更の申立て

労組法27の20 〃． 〃 〃 〃

⑫私的独占の禁

止及び公正取引

の確保に関する

法律85条により

東京地方裁判所．

の専属管轄とさ

れた申立て又は

通知

独禁法85､ 70の

4， 70の5， 97

98

、

〃 申立書

通知書

〃

〈
＊

(13）憲法改正の効

果の発生の停止

の申立て

憲法改正手続法

133

〃 申立書 〃



法

絹等による臨検 90

掌の許可状の請
催

(注）

1 訴訟事件以外の各事件の差戻し、移送等の場合における事件番号の付け方

の基準は、訴訟事件に準ずる。

2雑事件における事件の種類及び事件番号の付け方の基準は、 (1)から(15)ま

でのほか、民事雑事件及び執行雑事件に準ずる。

0

ｒ

旧警察官職務執

行法3条による

保護許可状の請

求 B

警察官職執法3 〃 〃 〃 (〃）



別表第3 （刑事事件）

11 71Ⅱ

圭被己 伯

事件の種類 基本法条

記録符号

簡
裁
地
裁
高
裁

事件番号の付

け方の基準と

なるもの

事件簿

1 略式事件 刑訴法461 い 起訴状 略式事件簿

2公判請求事件

(高等裁判所第一審事

件を含む。 ）

受理区分例

検察官の起訴

略式命令又は交通事

件即決裁判の不適法

又は不相当

正式裁判の請求

原判決破棄差戻し、

同破棄移送、原決定

取消し

移送、併合

回付

管轄の移転

起訴強制手続による

審判に付する決定

〃256

〃463

交通裁判法6

刑訴法465

交通裁判法13

没収応措法8

刑訴法398,

399 、
凸

400 、

412，413，426

〃4 、 5 、 7 、 8

19， 330， 332

〃17 、

〃266

18

、

ろ わ の

〃

〃

請求書

上訴審の裁判

書

決定書

回付書

決定書

〃 ．

刑事公判請求事

件簿

3控訴事件 〃372

413

、 412 、
ア

ブ 原判決書

上訴審の裁判

書

刑事控訴事件簿



ノ

40,.41, 4

43， 44

灌収応搭1

↑U補法191本戎

圃際芥ll事栽半IIn

’ ’
雪体

5決定に対する異議

申立て事件

刑訴法428

刑補法19.1ただ

し書

け 申立書 決定に対する異

議申立て事件簿

6抗告受理申立て事

件

少年法32の41 ら 〃 少年保護抗告受

理申立て事件簿

7証人尋問請求事件
β

刑訴法226, 227 は か 請求書 証人尋問請求事
｡

件簿

8証拠保全請求事件 〃179 に よ 〃 証拠保全請求事

件簿

9再審請求事件 〃435 、 436 ‘ ほ た お 〃

6

刑事再審請求事

件簿

10共助事件 〃43， 66， 125

142

等

、 163 、 393

、

、
へ れ 嘱託書 刑事共助事件簿

11刑事補償請求事件 刑補法1 と そ ま 請求書 刑事補償請求事

件簿

12起訴強制事件 刑訴法262 ﾏつ 〃
■ 起訴強制事件簿

13訴訟費用免除申立
*

も

て事件

〃500 ． ． ． ち ね ふ 申立書 訴訟費用免除申

立て事件簿

14交通事件即決裁判

手続請求事件
6

交通裁判法4 り 起訴状 交通事件即決裁

判手続請求事件

簿



）.／イ|古

16訴訟費用負担請求

事件

〃187の2
》
） え 〃 訴訟費用負担請

求事件簿

17刑事損害賠償命令

事件

犯罪被害者保護

法24， 26

損 申立書 刑事損害賠償命

令事件簿

I

(1)審判の併合並び

に管轄の指定及び

移転の請求

刑訴法8， 15、

17

る む て

／ 、

請求書 刑事雑事件簿

(2)移送の請求 〃19 〃 〃 〃 〃 〃

(3)裁判官又は裁判

所書記官に対する

忌避及び回避の申

立て

〃21， 26

刑訴規13， 15

〃 〃 〃 申立書 〃

"『己

(4)接見禁止等の請

求

刑訴法81 〃 〃 ″
、 請求書 〃

(5) 勾留理由開示の

請求

〃82

ヶ L

〃 〃 〃 ″ 〃

(6)勾留取消しの請

求

〃87， 91 〃 〃 〃
cb

〃 〃

(7)保釈の請求 〃88 、 91 〃 〃’ 〃 〃 〃

(8)保釈取消しの請

求

"961，Ⅳ 〃 〃 〃 〃 〃

(9) 勾留執行停止の

取消しの請求

"961 、 Ⅳ 〃 〃 〃 〃 〃

⑩保釈保証金没取

の請求

〃96Ⅶ
､

〃 〃 〃 〃 ． 〃

伽押収物仮還付の

請求

〃123 、 513 〃 〃
子

〃 〃 〃 ．

⑫訴訟法上の令状

の請求

〃168 、 199

204, 205 、

210, 218等

、
〃 〃 〃

●

〃 〃 (令状請求事

件簿）

⑬勾留状に代わる

もの等の交付の請

求

"207の2， ‘

224Ⅲ

刑訴規278の2

〃 〃 〃 〃 刑事雑事件簿



~

Ⅱl2

妬l裁半110)瞳に雲0

旧起訴前の勾留延

長の請求

刑訴法208 〃 〃

､

〃 〃 〃 （令状請求事

件簿）

(16) 起訴前の勾留再

延長の請求

"208の2

■

〃 ，〃 〃 〃 〃 （〃）

(17）刑事訴訟法22

2条7項の処分の

請求

〃222，513

6

″
．

〃 〃 刑事雑事件簿

(B)証人等の氏名及

び住居等の開示に

関する裁定の請求

〃299の51， Ⅱ

316の23Ⅲ

、
〃 〃 て 〃 〃

q Q

(m)証拠開示喉関す
る裁定の請求

〃316の251

316の261

、
〃 〃 〃 〃 〃

｡

剛仮納付の裁判の

請求

〃348 〃 〃

C

〃 〃 〃

(21）刑の執行猶予言

渡取消しの請求

〃349 〃 〃 〃 〃

陣）刑法52条の刑

の決定の請求

〃350 〃 ″
‐

て 〃 〃

少

鯛上訴権回復（刑

事訴訟法428条

2項の異議申立て

の場合を含む。 ）

の請求

〃362 〃 〃 〃 〃 〃

幽準抗告 〃429 、 430

組織的犯罪処罰

法52Ⅱ

通信傍受法33

刑訴記録法8

〃 〃 〃 〃 〃

倒正式裁判請求権

回復の請求

刑訴法467, 362 〃 〃 〃



l l l l’

1

㈱裁判の執行の異

議の申立て

〃502 〃 〃 〃 〃 〃

㈱裁判の執行に関

する令状の請求

〃509， 515

民訴法189、

、

非訟法121等

〃 〃

″
、

請求書 〃 (令状請求事

件簿）

㈱検察官に対し訴

訟行為をする者の

ための法定期間延
日ロ 『、

長の請求

刑訴規66の2 〃 〃 〃 〃 刑事雑事件簿

剛対象事件からの

除外の請求

裁判員法31， 3

の21

〃 〃 〃

(31）裁判員法上の異

議の申立て

〃35， 42， 94 〃 申立書 〃

例裁判員等の解任

の請求

〃41 〃 請求書 〃

例裁判員法43条

2項の通知に基づ

く裁判員等の解任

〃43Ⅲ 〃 通知書 〃

“区分審理決定の

請求

"711 〃 請求書 〃

鯛区分審理決定の

取消し又は変更の

請求

"721 、 Ⅱ 〃 〃 〃

㈱選任予定裁判員

の選定の取消しの

請求

〃93 〃 〃 〃

㈱刑事和解の申立

て

犯罪被害者保護

法19

る 〃 て 申立書 〃 (刑事和解事

件簿）

例刑事和解に関す

る申立てで民事雑

事件に該当するも

の

〃 〃 〃 〃 刑事雑事件簿（

刑事和解雑事件

簿） （地裁は刑

事雑事件簿（刑

事和解等雑事件

簿） ）
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｜ ｜"｜ ｜〃 ｜〃 ’〃1 4雫等のl阜司J儲誇り

㈱刑事事件におけ

る第三者所有物の

没収手続に関する

応急措置法等によ

る参加の申立て

没収応措法3

●

る 〃 〃 刑事雑事件簿

&1）第三者の権利の
ﾛ ｡

存続の請求

組織的犯罪処罰

法18Ⅳ

麻薬特例法16Ⅲ
L

不正競争防止法

32Ⅲ

金融商品取引法

209の4Ⅳ等

〃 〃 て 請求書 〃

似没収及び追徴の

保全手続に係る請

求又は申立て

組織的犯罪処罰

法22, 42等

麻薬特例法19、

20

●
。

不正競争防止法

35 、 36

〃 〃 〃 請求書

申立書

〃

“没収及び追徴の

１

１

裁判の執行及び保
e ■

･全についての国際

共助手続に係る請

求

組織的犯罪処罰

法62， 66， 67等

〃 〃

｛ 0

〃 請求書 〃

“傍受令状の請求 通信傍受法4 〃 〃 〃 (令状請求事

件簿）

鯛傍受ができる期

間の延長の請求

〃7 〃 〃 〃 (〃）

㈱通信の当事者に

対する通知期間の

延長の請求

〃30 〃 〃

／・

刑事雑事件簿



’’l lll’’
穂取及

請求

|㈱ 送｜ ｜む｜ ｜" ｜〃 ’

㈱少年法による観

護状の請求

少年法43 る 〃 て 〃 〃 (令状請求事

件簿）

㈱少年法による観

護措置の取消しの

請求

〃45 〃 〃 〃 刑事雑事件簿

側更生保護法等に

よる引致状の請求

更生保護法63

売春防止法26

〃 〃 〃 〃 (令状請求事

件簿）

(51国税通則法等に

よる令状の請求

通則法132, 147

関税法121, 136

等

〃 〃 〃 〃 (〃）

側検察審査会法3

7条2項による証

人の召喚の請求

検審法37 〃 〃 刑事雑事件簿
" ■

㈱日米協定に伴う

刑事特別法15条

1項による証人の

出頭命令の嘱託、

同法16条1項に

よる証人の勾引の

嘱託等

刑特法151， 16

国連刑特法7

1， 8等

0

〃 む 嘱託書

4

〃

例日米協定に伴う

刑事特別法上の証

人出頭違反事件等

の過料事件

刑特法15Ⅱ

国連刑特法7Ⅱ

等

〃 通知書 〃

㈱拘禁許可状等の

請求

逃亡犯罪人引渡

法5， 25

国際刑事裁判所

協力法21， 35

て 請求書 〃 (令状請求事

件簿）

㈱逃亡犯罪人等引

渡審査の請求

逃亡犯罪人引渡

法8

国際刑事裁判所

協力法22

〃 〃 刑事雑事件簿



I

、

’

(注） 公判請求事件以外の各事件の差戻し、

け方の基準は、公判請求事件に準ずる。

移送等の場合における事件番号の付

t

、

㈱国際刑事裁判所

協力法上の請求又

は申立て

国際刑事裁判所

協力法40， 43

45等

、

〃 請求書

申立書

〃



別表第4 （刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第13条に

基づく没収の裁判の取消事件）

′

一

事件の種類 基本法条

記録符号

簡
裁
地
裁
高
裁

事件番号の付

け方の基準と

なるもの

事件簿

1 没収の裁判の取消

請求事件

没収応措法131

組織的犯罪処罰

法18Ⅵ、 37， 73

I

麻薬特例法16

Ⅳ

不正競争防止法

32Ⅳ

金融商品取引法

209の4Ⅵ等

収

い

収
ろ
収

に

1

請求書

ノ

没収取消請求事

件簿

2 控訴事件
j ●

没収応措法13Ⅳ

組織的犯罪処罰

法18Ⅵ、 37， 73

I

麻薬特例法16

Ⅳ

不正競争防止法

32Ⅳ 、

金融商品取引法

209の4Ⅵ等

収
ほ
原判決書 没収取消控訴事

件簿

1



別表第5 （家庭事件のうち家事事件及び訴訟等事件）

罫法HII壼軍一の1の雄 中棚

淵n台 岬
俺

畷
窮
堰
曜

の
の
の
の

３
４
５
６

7）成年後見監督人の辞任についての許可

8）成年後見監督人の解任

9）成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長

q成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使にご

及びその取消し

喉
喉
曠
沈
珸

の
の
の
定
の

７
８
９
の
Ⅲ

中級

（〃11の喉

（〃12の〕項

更びその嘱託の

（〃1，の，の窮

成年被後見人

成年被後見人

攻消し又は変藍

侍別代理人の選f

郵侮物等の配達0

、1 扉牛 k〃Z十応手

事件の種類
～

●
一

基本法条 記録符号

事件番号の付

け方の基準と

なるもの

事件簿

1 家事審判事件 家事法9， 39

411

197 、

、 84

272

、

、

、

286、附則51

家 次の内訳表のと

おり

家事審判事件簿



成年後見監督人

成年被後見人

（〃13の項）

の監督 （〃14の項）

後見人に与えた財産の管理に関する処分

（〃15の項）

る管理の計算の期間の伸長 （〃16の項）

死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の

産の保存に必要な行為についての許可

（〃16の2の項）

05)成年後見の事務

(16)第三者が成年被 〃

成年後見人

成年被後見人

(17)成年後見に関す

(18)成年被後見人の

締結その他相続財

保佐

(E)保佐開始 (〃17の項） 被保佐人となる

べき者

被保佐人となる

べき者又は被保

佐人

被保佐人

得なければならない行為の定め （〃18の項）剛保佐人の同意を

代わる許可 （〃19の項）

の取消し（民法19条1項（同条2項において準

。 ）による場合を除く。 ） （〃20の項）

得なければならない行為の定めの審判の取消

（〃21の項）

民法876条の2第1項による場合を除く。 ）

（〃22の項）

ついての許可 （〃23の項）

（〃24の項）

任 （〃25の項）

任 （〃26の項）

(21）保佐人の同意に

“）保佐開始の審判

用する場合を含む

倒保佐人の同意を

し

倒保佐人の選任（

〃

〃

〃

保佐人㈱
鯛
剛
倒

保佐人の辞任に

保佐人の解任

臨時保佐人の選

保佐監督人の選

〃

被保佐人

被保佐人となる

べき者又は被保

佐人

保佐監督人任についての許可 （〃27の項）

任 （〃28の項）

監督人の権限の行使についての定め及びその

（〃29の項）

用不動産の処分についての許可 （〃30の項）

監督人に対する報酬の付与 （〃31の項）

剛保佐監督人の辞

剛保佐監督人の解

(31)保佐人又は保佐

取消し

“被保佐人の居住

倒保佐人又は保佐

『

〃

被保佐人

〃

保佐人

保佐監督人

被保佐人となる(〃32の項）保佐人に対する代理権の付与“



べき者又は被併

佐人 ・

被保佐人鯛保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し

㈱保佐の事務の監督

㈱保佐に関する管理の計算の期間の伸長

補助

㈱補助開始

(〃33の項）

(〃34の項）

(〃35の項）

〃

保佐人

(〃36の項） 被補助人となる

べき者

被補助人となる

べき者又は被補

助人

被補助人

㈱補助人の同意を得なければならない行為の定め （〃37の項）

側補助人の同意{こ代わる許可 （"38の項）
&1）補助開始の審判の取消し（民法18条3項及び19条1項（同条2

項において準用する場合を含む。 ）による場合を除く。 ）

（〃39の項）

㈱補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消

し （〃40の項）

㈱補助人の選任（民法876条の7第1項による場合を除く。 ）

（〃41の項）

“補助人の辞任についての許可 （〃42の項）

鯛補助人の解任 （〃43の項）

㈱臨時補助人の選任 （〃44の項）

㈲補助監督人の選任 （〃45の項）

〃

〃

〃

補助人

〃

被補助人

被補助人となる

べき者又は被補

助人

補助監督人倒補助監督人の辞任についての許可 （"46の項）
卿補助監督人の解任 （〃47の項）

側補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその

取消し （〃48の項）

(51被補助火の居住用不動産の処分についての許可 ("49の項）

㈱補助人又は補助監督人に対する報酬の付与 （〃50の項）

〃

被補助人

〃

補助人

補助監督人

被補助人となる

べき者又は被補

助人

田補助人に対する代理権の付与 (〃51の項）



被補助人(〃52の項）

(〃53の項）

(〃54の項）

“補助人に対する代理権の付与の審判の取消し

㈱補助の事務の監督

㈱補助に関する管理の計算の期間の伸長

不在者の財産の管理

㈱不在者の財産の管理に関する処分

失腺の宣告

剛失院の宣告

㈱失院の宣告の取消し

婚姻等

側夫婦財産契約による財産の管理者の変

親子

$1)嫡出否認の訴えの特別代理人の選任

倒子の氏の変更についての許可

㈱養子縁組をするについての許可

〃

補助人

不在者(〃55の項）

(〃56の項）

(〃57の項）

″
″

(〃58の項） 申立書更等

ｊ
ｊ
ｊ

項
項
項

の
の
の

９
０
１

５
６
６

″
″
″

く
く
く

子

〃

養子となるべき

者

養子又は亡養子。

ただし、亡養親

又は養親が2人

の場合は2件

養子となるべき

者

養子

(〃62の項）細死後離縁をするについての許可

(〃63の項）㈱特別養子縁組の成立

(〃64の項）㈱特別養子縁組の離縁

親権

御子に関する特別代理人の選任

側第三者が子に与えた財産の管理に関

㈱親権喪失、親権停止又は管理権喪失

ｊ
ｊ
ｊ

項
項
項

の
の
の

５
６
７

６
６
６

″
″
″

く
く
く

子

〃 ・

子。ただし、親

権を喪失し、若

しくは停止さ

れ《又は管理権

を喪失する親権

者が2人の場合

は2件

子。ただし、親

権を喪失し、若

しくは停止さ

る処分

伽親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

（〃68の項）



れ、又は管理権

を喪失した親権

者が2人の場合

は2件

子。ただし、親

権又は管理権を

辞し、又は回復

する親権者が2

人の場合は2件

i71)親権又は管理権を辞し、又は回復する についての許可

（〃69の項）

未成年後見

伽養子の離縁後に未成年後見人と．なるべき者の選任（〃70の項）

側未成年後見人の選任 （〃71の項）

側未成年後見人の辞任についての許可 （〃72の項）

㈲未成年後見人の解任 ‘ （〃73の項）

㈱未成年後見監督人の選任 （〃74の項）

㈲未成年後見監督人の辞任についての許可． （〃75の項）

養子 ，

未成年被後見人

未成年後見人

〃

未成年被後見人

未成年後見監督

人

㈱未成年後見監督人の解任

㈱未成年後見に関する財産目録の作成の

例未成年後見人又は未成年後見監督人の

定め及びその取消し

61)未成年被後見人に関する特別代理人の

鰯未成年後見人又は未成年後見監督人に

（〃76の項）

期間の伸長（〃77の項）

権限の行使についての

（〃78の項）

選任 （〃79の項）

対する報酬の付与

（〃80の項）

〃

未成年後見人

未成年被後見人

〃

未成年後見人

未成年後見監督

人

未成年被後見人㈱未成年後見の事務の監督 (〃81の項）

“第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 〃

(〃82の項）

(〃83の項）㈱未成年後見に関する管理の計算の期間

扶養

㈱扶養義務の設定

㈱扶養義務の設定の取消し

推定相続人の廃除

細推定相続人の廃除

㈱推定相続人の廃除の審判の取消し

の伸長 未成年後見人

(〃84の項）

(〃85の項）

扶養権利者

〃

(〃86の項）

(〃87の項）

推定相続人

廃除された推定



ノ

相続人

被相続人人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺

関する処分 （〃88の項）

存

の保存に関する処分 （〃89の項）

び放棄

認又は放棄をすべき期間の伸長 （〃90の項）

剛推定相続

産の管理に

相続財産の保

剛相続財産

相続の承認及

倒相続の承

ハ

被相続人

期間伸長の対象

となる相続人

申述人

被相続人

(〃91の項）

(〃92の項）

(〃93の項）

(〃95の項）

又は相続の放棄の取消しの申述の受理

の申述の受理

の場合における鑑定人の選任

棄の申述の受理

例限定承認

“限定承認

㈱限定承認

㈱相続の放

財産分離

㈱財産分離

㈱財産分離

㈱財産分離

相続人の不存

(1側相続人の

〃

申述人

被相続人，(〃96の項）

の請求後の相続財産の管理に関する処分（〃97の項）

の場合における鑑定人の選任 （〃98の項）

在

不存在の場合における相続財産の清算に関する処分

″
″

〃

（〃99の項）

(〃100の項）

(〃101の項）

不存在の場合における鑑定人の選任101)相続人の

10》特別縁故

遺言

l側遺言の確

〃

申立人者に対する相続財産の分与

確認の対象とな

る遺言

検認の対象とな

る遺言書。ただ

し、封書の場合

は封書

執行の対象とな

る遺言書

遺言執行者

〃

一

(〃102の項）認

(〃103の項）104)遺言書の検認

(〃104の項）者の選任10W遺言執行

(〃105の項）

(〃106の項）

(〃107の項）

(〃108の項）

者に対する報酬の付与

者の解任

者の辞任についての許可

贈に係る遺言の取消し

l側遺言執行

101遺言執行

lOO遺言執行

109負担付遣

遺留分

〃

負担付遺贈



(lll遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑

定人の選任 （〃109の項）

(lll)遺留分の放棄についての許可 ("110の項）

任意後見契約法

{lll任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選

任 （〃111の項）

lll3)任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任

（〃112の項）

lllO任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人

の選任 （〃113の項）

IIIM任意後見監督人の職務に関する処分 ("115の項）

illO任意後見監督人の辞任についての許可 ("116の項）

川任意後見監督人の解任 （〃117の項）

lllO任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し

（〃118の項）

Ⅱ’任意後見監督人に対する報酬の付与 （〃119の項）

121任意後見人の解任 ("120の項）

121)任意後見契約の解除についての許可 ("121の項）

戸籍法

12》氏の変更についての許可 ("122の項）

被相続人

申立人

任意後見契約

〃

〃

〃

任意後見監督人

〃
〆

任意後見契約

任意後見監督人

任意後見人

任意後見契約

|申立書。ただ

し、戸籍法107条

4項により準用さ

れる場合は申立

人

申立人

〃

戸籍を訂正され

る者。ただし、

戸籍を訂正され

る者が2人以上

でも訂正原因が

共通のものは1

件

不服の対象であ

る処分

名の変更についての許可

就籍許可

戸籍の訂正についての許可

l洲

124)

l25)

(〃122の項）

(〃123の項）

(〃124の項）

120戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服

(〃125の項）



性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

ll27)性別の取扱いの変更 ("126の項）

児童福祉法

I123都道府県の措置についての承認 ("127の項）

|l別都道府県の措置の期間の更新についての承認 ("128の項）

ll30児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護につ

いての承認 （〃128の2の項）

|131)児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認

（〃128の3の項）

生活保護法等 、

|132)施設への入所等についての許可 ("129の項）

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等

に関する法律

(1卿保護者の順位の変更及び保護者の選任 ("130の項）

破産法

(134)破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産

の管理者の変更等 （〃131の項）

(13,親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理

権喪失 （〃132の項）

申立人

児童

″
″

〃

被保護者

対象者

申立書

子。ただし、管

理権を喪失する

者が2人の場合

は2件

相続の放棄をし

た者

130破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理

（〃133の項）

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

137)遺留分の算定に係る合意についての許可 ("134の項） 許可の対象とな
も

る合意

家事法別表第二関係

婚姻等

(1)夫婦間の協力扶助に関する処分 （家事法別表第二の1の項）

(2)婚姻費用の分担に関する処分 （〃2の項）

(3) 子の監護に関する処分 （〃3の項）

(4)財産の分与に関する処分 （〃4の項）

(5)離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
（〃5の項）

親子

I

書
書
立
立

申
〃
子
申
〃



(6)離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定

（〃6の項）

親権

(7)養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 （〃7の項）

(8)親権者の指定又は変更 ‘ （〃8の項）

扶養

(9)扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し （〃9の項）

⑩扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は

取消し （〃10の項）

相続

⑪相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定

（〃11の項）

遺産の分割

⑫遺産の分割 （〃12の項）

⑬遺産の分割の禁止 （〃13の項）

側寄与分を定める処分 （〃14の項）

<15）遺産の分割の禁止の審判の取消し又は変更 （家事法197条）
特別の寄与

(l6)特別の寄与に関する処分 （家事法別表第二の15の項）

〃

子養
子

扶養権利者

〃

申立書

被相続人

〃

申立人

被相続人

申立人。ただ

し、相手方が2

人以上の場合は

相手方

厚生年金保険法
あん

(17)請求すべき按分割合に関する処分

(‘!‘の項) |菫蕊定める対
生活保護法等

(18)扶養義務者の負担すべき費用額の確定 (〃17の項） ｜申立書

2 家事調停事件 家事法9, 244, 家イ

257， 258， 41

1， 274、附則5

I

子奪取条約実施

法144, 145

(1)家事法別表

第二に掲げる

事項に関する

申立てについ

』ては、当該事

項についての

審判事件の場

家事調停事件簿

ぎ



合と同じ。た

だし、次の(2)

又は(3)の申立

てに付随して

申し立てられ

ているものに

ついては、事

件番号を付け

ない。

(2)家事法277

条1項に規定

する事項に関

する申立てに

ついては、確

認又は形成の

対象となる身

分関係

(3) (1)、 (2)及び

(4)以外の家庭

に関する申立

てについては、

申立書、調停

に付する決定

書、移送決定

書等（ただし、

1通の申立書

等に離婚及び

離縁の申立て

が含まれてい

る場合は2件）

(4)子奪取条約

実施法144条

の規定により

子の返還申立

事件を家事調



停に付した場

合の家事調停

事件について

は子

3 人事訴訟事件

受理区分例

訴えの提起

反訴の提起

（その他の受理区分

例の事件の種類及び

事件番号の付け方の

基準は別表第1の通

常訴訟事件に準ずる。

）

家ホ 人事訴訟事件簿

人訴法4， 5， 6

〃18 ．

訴状

〃

4 通常訴訟事件 ４
Ⅱ
３
７
１
１
法
法
訴
訴
民
人

家へ 訴状 民事通常訴訟事

件簿

5 子の返還申立事件 子奪取条約実施

法26, 37,47I

家ヌ 子の返還申立事

件簿

子

家二 ｜抗告状ロ加 家事抗告提起事

件簿

家事法85， 87

〃94， 96， 87

〃99， 102， 8

民訴注328-

奪取条約実施

01－ 103

lO3

呈執法10

里津刈1聖

7 民事控訴提起等事

件

受理区分例

控訴提起 民訴法281、

家卜 民事控訴提起等

事件簿

控訴状



附帯控訴状

上告状

附帯上告状

申立書

286， 2931，Ⅲ

〃311Ⅱ、 314飛躍上告提起

飛躍上告受理車立て|"'Mu
民事等再審事件

簿

家チ 訴状

申立書

民訴法338, 349

民執法10

民保法41

家事法103

子奪取条約実施

法119等

8 再審事件

保全命令事件簿申立書家リ9 保全命令事件 ０
３
３
１
法
法
訴
保
人
民

家事共助事件簿嘱託書家ハ家事法61， 64，

260， 263， 289

民訴法185

10 家事共助事件

〃89， 185 〃〃〃

（訴訟事件等に

関する事件簿）

子奪取条約実施

法82， 86，

100， 121

民訴法89， 185

〃〃〃

（子の返還に関

する事件等に関

する事件簿）

11 家事雑事件（審判前の保全処分に関する事件に限る。 ）

家事雑事件簿

（審判前の保全

処分に関する事

件簿）

家ロ 申立書(1)審判前の保全処

分等の執行の停止

又は執行処分の取

消しの申立て

家事法111, 113

←

〃 （ 〃 ）(2)審判前の保全処

分の取消しの申立

て

〃112 〃〃

〃 （ 〃 ）(3)審判前の保全処

分を取り消す審判

における原状回復

の申立て

〃115

民保法33

〃〃



’

(4)財産の管理者の

選任等の申立て

家事法1261、

1341

1581

、
、

1431

242、

、

2001、附則5Ⅲ

〃 〃 〃 （ 〃 ）

(5)財産の管理者の

後見等を受けるこ

とを命ずる申立て

〃126Ⅱ

1.43n

、 134Ⅱ 、
〃 〃 ． 〃 （ 〃 ）

(6)財産の管理者の

権限外行為許可の

申立て

〃126Ⅷ、 134

Ⅵ、 143Ⅵ、

158Ⅲ、 200Ⅳ、

附則5Ⅲ

民法28

〃 〃 〃 （ 〃 ）

(7)財産の管理者に

対する報酬付与の

申立て

家事法126Ⅷ、

、
、

Ⅵ
Ⅳ
３
０
４
０
１
２

、
、

Ⅵ
Ⅲ
４
８
３
５
１
１

附則5Ⅲ

民法29

〃 〃 〃 （ 〃 ）

(8)成年後見人、親

権者等の職務執行

停止又は職務代行

者選任の申立て

家事法127

144 、 181 、

、
ロ
、

225, 166V、

135、

174, 242, 175

Ⅲ 、 215

〃 〃 〃 （ 〃 ）

(9)仮差押え、仮処

分その他の必要な

保全処分の申立て

〃157， 158Ⅱ、

242 、 1751 、
。

187， 200Ⅱ、

Ⅲ 、 216の

5，附則5Ⅱ、Ⅲ

〃

■

〃 〃 （ 〃）

⑩養子となるべき

者の監護者選任又

は養子となるべき

者の親権者等の職

務執行停止若しく

は職務代行者選任

の申立て

"1661 〃 〃 〃 （ 〃 ）



’ ’
〃〃

(1)移送の申立て 家事法9 家ロ 申立書 家事雑事件簿

(2)裁判官に対する

除斥又は忌避の申

立て

〃10 、 11 〃 〃 〃

(3)裁判所書記官に

対する除斥又は忌

避の申立て

〃13， 10， 11 〃 〃 〃

(4)参与員に対する

除斥又は忌避の申

立て

〃14， 10， 11 〃 〃 〃

(5)家事調停官に対

する除斥又は忌避

の申立て

〃15， 10， 11 〃 〃 〃

(6)家庭裁判所調査

官及び家事調停委

員に対する除斥の

申立て

〃16 、 10 〃 〃 〃

(7)特別代理人選任

の申立て

〃19 〃 〃 〃

(8) 制限行為能力者

の手続代理人選任

の申立て

〃23 ‘ 〃 〃 〃

(9)裁判所書記官等

に対する費用償還

決定の申立て

〃31

民訴法69

〃 〃 〃

⑩手続費用の額の

確定処分の申立て

家事法31, 32Ⅱ

民訴法711、

72 、 73 、 85

〃 〃 〃

伽手続費用負担決

定の申立て

家事法31， 32

Ⅱ 、 79 、 258

民訴法73， 85

258

、

〃 〃 〃



ｰ

’ ’ ’ ’
4．／ ］90″

．
〃 〃

(13）手続上の救助の

申立て

家事法321 〃 〃 〃

側手続上の救助の

取消し及び費用支

払決定の申立て

〃32Ⅱ

民訴法84

〃 〃 〃

旧秘匿決定の申立

て

家事法38の2

民訴法133

〃 〃

ノ

〃 ．

(16)秘匿決定の取消

しの申立て

家事法38の2

民訴法133の41

〃 〃 〃

(17) 秘匿決定により

閲覧等が制限され

る部分の閲覧等の

許可の申立て

家事法38の2

民訴法133の4Ⅱ

〃 〃 〃 ．

(m) 文書提出命令の

申立て

家事法64，258

民訴法219

〃 〃 ． 〃

(⑨原裁判の執行の

停止その他必要な

処分の申立て

C

家事法951、

101

〃 〃

』

〃

剛担保の取消決定

の申立て

〃95Ⅲ 、

民訴法79

民保法4

115 〃

I

〃 〃

(21)担保の変換の申

立て

家事法95Ⅲ、 ．

115

民訴法80

民保法4

〃 〃 〃

側強制執行の停止

又は執行処分の取

消しの申立て

家事法104 〃 〃 〃

卿財産の管理者の

選任その他の財産

の管理に関する処

分の取消しの申立

て

〃125Ⅶ、 173

180, 194Ⅷ、

202Ⅲ、 208、

附則5Ⅲ

、
〃 〃 〃



’

’ |〃 ｜〃 ’ ’〃

㈱‘特別養子適格の

確認の申立て

〃164の2 〃 養子となるべき

者

〃

㈱推定相続人の廃

除の審判又はその

取消しの審判の確

定前の遺産の管理

に関する処分の取

消しの申立て

〃189 〃 申立書 〃

㈱遺産の換価を命

ずる裁判の取消し

の申立て

〃194Ⅲ、 207、

附則5Ⅲ

〃 〃 〃

例遺産の換価を命

ずる裁判に関して

選任された財産の

管理者の権限外行

為許可の申立て

〃194Ⅷ、附則5

Ⅲ

民法28

〃 〃 ． 〃

卿遺産の換価を命

ずる裁判に関して

選任された財産の

管理者に対する報

酬付与の申立て

家事法194Ⅷ、

附則5Ⅲ

民法29

〃 〃

ノ

〃

例履行勧告の申出 家事法2891 〃 申出書 〃

(31）履行命令の申立

て

"2901，Ⅲ 〃 申立書 〃

倒執行文の付与等

に関する異議の申

立て

民執法32

民保法46

〃 〃 〃

㈱代替執行の申立

て

民執法171 〃 〃
■

〃



|＝ ’ ｜ ’ ｜ ’41

|" " ’
畑制限行恭

の訴訟代遇

〃)由ウィ

" （ 〃 ）〃13

㈱執行官に子の引

渡しを実施させる

決定の申立て

"17410 〃 〃 ， 〃

㈱審判前の保全処

分の執行の申立て、

代替執行の申立て、

間接強制の申立て

又は執行官に子の

引渡しを実施させ

る決定の申立てに

関連する申立てで

民事雑事件に該当

･するもの

〃 〃 〃

㈱審判前の保全処

分の執行の申立て、

代替執行の申立て、

間接強制の申立て

又は執行官に子の

引渡しを実施させ

る決定の申立てに

関連する申立てで

執行雑事件に該当

するもの

〃 〃 〃

例移送の申立て 人訴法7,8 〃 〃 〃

(訴訟事件等の

民事雑事件に関

する事件簿）

㈱参与員に対する

除斥又は忌避の申

立て

〃10 〃 〃 . 〃 （ 〃 ）



1

’ ’ ’ ’ ’ ’
(〃）〃51 〃〃 〃

ノ

M1)家庭裁判所調査

官に対する除斥の

申立て

〃34の2

民訴法23

〃 〃
”
１

〃 （ 〃 ）

㈱履行勧告の申出 人訴法38 〃 申出書 〃 （ 〃 ） ．

㈱履行命令の申立

て

〃39 〃 申立書 〃 （ 〃 ）

“人事訴訟、通常

訴訟又は保全命令

事件に関連する申

立てで民事雑事件

に該当するもの

〃 〃 〃 （ 〃 ）

I

㈱人事訴訟、通常

訴訟又は保全命令

事件に関連する申

立てで執行雑事件

に該当するもの

〃 〃 〃

(訴訟事件等の

執行雑事件に関

する事件簿）

㈱児童虐待防止法

による臨検等の許

可状の請求

児童虐待防止法

9の3I

〃 請求書 〃

(令状請求事件

簿）

㈱移送の申立て 子奪取条約実施

法37

〃 申立書 〃

(子の返還に関

する事件等に関

する事件簿）

㈱裁判官に対する

除斥又は忌避の申

立て

〃38 、 39 〃 〃 〃 （〃）

㈱裁判所書記官に

対する除斥又は忌

避の申立て

〃41 、 38 、 39 〃 〃 〃 （〃）

㈱家庭裁判所調査

官に対する除斥の

申立て

〃42 、 38 〃 〃 〃 （〃）

(50特別代理人選任

の申立て

〃45 〃 〃 〃 （〃） ．



’
〃 （〃）の執ｲ丁のl子奪取条約実荊

α
曲
て
の

㈱裁判所書記官等

に対する費用償還
■
＠

決定の申立て

〃58

民訴法69

〃 〃 ． 〃 （〃）

脚手続費用の額の

確定処分の申立て

子奪取条約実施

法58, 59Ⅱ

民訴法711、

72， 73， 85

〃 〃 〃 （〃）

㈱手続費用負担決

定の申立て

子奪取条約実施

法58, 59Ⅱ、 96

民訴法73も 85

258

、

〃 〃 〃 （〃）

㈱裁判所書記官の

処分に対する異議

の申立て

子奪取条約実施

法58，68

民訴法71Ⅳ等

〃 〃 〃 （〃） ←

例手続上の救助の

申立て

子奪取条約実施

法591

〃 〃 〃 （〃）

㈱手続上の救助の
』

取消し及び費用支

払決定の申立て

〃59Ⅱ

民訴法84

〃 〃 〃 （〃）

㈱秘匿決定の申立

て

子奪取条約実施

法69の2

民訴法133

〃 〃 〃 （〃）

b 4

㈱秘匿決定の取消

しの申立て

子奪取条約実施

法69の2

民訴法133の41

〃 〃 〃 （〃）

61)秘匿決定により

閲覧等が制限され

る部分の閲覧等の

許可の申立て

子奪取条約実施

法69の2

民訴法133の4Ⅱ

〃

■

〃 〃 （〃）

側文書提出命令の

申立て

子奪取条約実施

法86

民訴法219

〃 〃 〃 （〃）
■



〕

’ ’
(ﾉﾉ）.〃 〃

“担保の取消決定

の申立て

"109m

民訴法79

〃 〃 〃 （〃）

㈱担保の変換の申
立て

子奪取条約実施

法109Ⅲ

民訴法80

〃 〃

、 0
ノ

ノ

〃 （〃）

㈱終局決定の変更

の申立て

子奪取条約実施

法117

〃 〃 〃 （〃）

㈱強制執行の停止

又は執行処分の取

消しの申立て

〃118 、 120 ″
．

〃 〃 （〃）

㈱履行勧告の申出 "1211 〃 申出書 〃 （〃）

㈱出国禁止命令の

申立て

"1221 〃 申立書 〃 （〃）

㈹出国禁止命令の

取消しの申立て

"1291 〃 〃 〃 （〃）

W1) 子の返還に関す

る事件等に関連す

る執行文付与等に

関する異議の申立

て ．

民執法32 〃 〃 〃 （〃）

㈲代替執行の申立
て

子奪取条約実施

法134

民執法171

〃 〃 〃 （〃）

㈱間接強制の申立

て

子奪取条約実施

法134

民執法172, 167

の15

16 、

、 167の

173

〃 〃

■

〃 （〃）

刷子の返還に関す

る事件等に関連す

る代替執行の申立

て又は間接強制の

申立てに関連する

申立てで民事雑事

件に該当するもの

〃 〃 〃 （〃）



↓ 壼……
別表第1の通常訴訟事件に準ずる。
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イ



1

別表第6 （家庭事件のうち少年事件）

’I
，

|（ ’ |〃 ’ ’詔執行停止の|"9G 〃 〃

‐

●

事件の種類 基本法条 記録符号

事件番号の付

け方の基準と

なるもの

事件簿

1 少年保護事件 少年法3， 6，6の

７
５
、
、

7， 41

55 、

、

33

42

更生保護法68

、

少 少年 少年保護事件簿

2 準少年保護事件

U C

少年法27の2

少年院法138、

139

更生保護法67、

68の2 、
。

71

少 ノ、

●

本人 準少年保護事件

簿

3

件

少年審判等共助事
6 F

少審規19の2

刑訴法43， 66

125, 142、

163, 393等

、

少二 嘱託書 少年審判等共助

事件簿

(1)観護措置決定又

は観護措置更新決

定に対する異議の

申立て

少年法17の2 少ロ

グ

申立書 少年審判雑事件

簿

(2)観護措置の請求 "43， 171 〃 請求書 少年審判雑事件

簿(令状請求事

件簿） Q

(3)観護状の請求 〃43， 171@ 〃

● 6

〃 〃 （〃）

(4)観護措置の取消

しの請求

’〃44 〃 〃 少年審判雑事件

簿

(5)接見禁止等の請

求

刑訴法81 〃 〃 〃

(6) 勾留理由開示の

請求

〃82 〃 〃． 〃

(7)勾留取消しの請

求

〃87 、 91 〃 ． 〃 〃



収Y胃し0

(注）少年審判雑事件の差戻し、移送等の場合における事件番号の付け方の基準

(9)押収物仮還付の

請求

〃123 〃 〃 〃

⑩刑事訴訟法上の

令状の請求

〃168, 199、

204,205 、

210, 218等

〃 〃 〃 （令状請求事

件簿）

色〆

⑪勾留状に代わる

、．

もの等の交付の請

求

"207の2、

224Ⅲ

刑訴規278の2

〃 〃 少年審判雑事件

簿
』

⑫個人特定事項の

通知の請求

刑訴法207の3, ,

224Ⅲ

刑訴規278の3

〃 〃

C e

〃

(13）起訴前の勾留延

長の請求

刑訴法208 〃

『

〃 〃 （令状請求事

件簿）

剛起訴前の勾留再

延長の請求

"208の2 、 〃 ‘〃 ､ 〃 (〃）

旧第1回公判期日

前における証人尋

問の請求

〃226， 227 〃 〃 ‘ 少年審判雑事件

簿
U

C

(MI準抗告 〃429 、 430 〃 〃 〃
ノ ､

(17)訴訟費用の執行

免除の申立て

〃500 〃 申立書

4

〃

(肥）裁判の執行の異

議の申立て

〃502 〃 〃 〃

(剛検察官に対し訴

訟行為をする者の

ための法定期間延

長の請求

刑訴規66の2 〃 請求書
一

〃

｡ 己

蜘連戻状の請求 少年院法89

少年鑑別所法78

〃 〃 〃 （令状請求事

件簿）

@1)更生保護法等に

よる引致状の請求

更生保護法63

売春防止法26

〃 〃 〃 （〃）

㈱少年補償 少補規2 〃 少補規2条の

書面

少年審判雑事件

簿
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別表第7 （医療観察事件）

事件 の 種類 基本法条

記録婿

簡
裁
地
裁

号
一
高
裁

事件番号の付

け方の基準と

なるもの

事件簿

1 処遇事件

受理区分例

申立て

42条1項の決定を

することの申立て

退院の許可の申立

て

入院継続の確認の

申立て

医療の終了の申立
て

通院期間の延長の

申立て

入院の申立て

原決定取消差戻し、

同取消移送

移送

回付

医療観察法33I

"491 、 50

〃49Ⅱ

"50 、

〃54Ⅱ

"591

〃68Ⅱ

54I

、

、 55

Ⅱ

"41，Ⅱ

医
ろ

対象者

〃

″
″

医療観察処遇事

件簿

ひ

2抗告事件 医療観察法641

、 Ⅱ

医
ほ
原決定書 医療観察抗告事

件簿

3共助事件 医療観察法24Ⅱ 医
い
医
は
嘱託書 医療観察共助事

件簿

4雑事件

(1)裁判官の処分に

対する不服申立て

(2)裁判所の処分に

対する異議の申立
て

(3)競合する処分の

調整の申立て

(4)連戻状の請求

医療観察法721

"731

"761

〃99Ⅵ

、 Ⅱ

医
に

″
″
″

申立書

〃

〃

請求書

医療観察雑事件

簿
〃

〃

〃

(令状請求事件

簿）



別表第8 （法廷等の秩序維持に関する法律違反事件）

事件の種類 基本法条

記録符号

簡
裁
地
裁
家
裁
高
裁

事件番号の
付け方の基
準となるも
の

事件簿

1 第一審事件 法廷秩序法2 秩
い
秩
ろ

秩
は
秩
に

本 人 法廷等秩序維持
違反事件簿

2抗告事件 "51 秩
ほ

〃 法廷等秩序維持
違反抗告事件簿

3異議申立事件 〃5Ⅳ 秩
へ

〃
法廷等秩序維持
違反異議申立事
件簿



別表第9（裁判官の分限事件）

＄

‐

､

、

事件の種類 基本法条 記録符号 ､事件番号の付け方の基
､準となるもの

事件簿

第一審事件 裁限法3，6 分 被申立裁判官
申 ●

●

裁判官分限事件簿.
｡



＝

f争寺

別紙様式第1 （記第2の3関係）
も

P

0

受付日付印
～

ｰ

1

や

ノ

ざ

～

｛

L

～

尹 $､子



別率式第2（記第2の10関係）

転写用受付日付印

函
１
２
別祇椴式第］及び別紙槻式第2は､ひな型を示したものである6

形状は､円形､長方形その他相当の形で差し支え態ぃ。


